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 資料 １  

 関係機関の連絡先一覧  

○指定行政機関 

 名称 担当部署 所在地 

１ 内 閣 府 大 臣 官 房 総 務 課 千代田区霞が関 3-1-1 

２ 国 家 公 安 委 員 会 警 備 局 警 備 企 画 課 千代田区霞が関 2-1-2 

３ 警 察 庁 警 備 局 警 備 企 画 課 千代田区霞が関 2-1-2 

４ 防 衛 省 運 用 企 画 局 事 態 対 処 課 新宿区市谷本村町 5-1 

５ 金 融 庁 総 務 企 画 局 政 策 課 千代田区霞が関 3-1-1 

６ 総 務 省 大 臣 官 房 総 務 課 千代田区霞が関 2-1-2 

７ 消 防 庁 
国 民 保 護 ・ 防 災 部 

防 災 課 国 民 保 護 室 
千代田区霞が関 2-1-2 

８ 法 務 省 大 臣 官 房 秘 書 課 広 報 室 千代田区霞が関 1-1-1 

９ 公 安 調 査 庁 総 務 部 総 務 課 千代田区霞が関 1-1-1 

１０ 外 務 省 
大 臣 官 房 総 務 課 

危 機 管 理 調 整 室 
千代田区霞が関 2-2-1 

１１ 財 務 省 
大 臣 官 房 総 合 政 策 課 

企 画 官 室 
千代田区霞が関 3-1-1 

１２ 国 税 庁 長 官 官 房 総 務 課 千代田区霞が関 3-1-1 

１３ 文 部 科 学 省 
大臣官房文教施設企画部 

施 設 企 画 課 防 災 推 進 室 
千代田区丸の内 2-5-1 

１４ 文 化 庁 
大臣官房文教施設企画部 

施 設 企 画 課 防 災 推 進 室 
千代田区丸の内 2-5-1 

１５ 厚 生 労 働 省 
社会・援護局総務課災害救

助 ・ 救 援 対 策 室 
千代田区霞が関 1-2-2 

１６ 農 林 水 産 省 総 合 食 料 局 食 料 企 画 課 千代田区霞が関 1-2-1 

１７ 林 野 庁 総 合 食 料 局 食 料 企 画 課 千代田区霞が関 1-2-1 

１８ 水 産 庁 総 合 食 料 局 食 料 企 画 課 千代田区霞が関 1-2-1 
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１９ 経 済 産 業 省 大 臣 官 房 総 務 課 千代田区霞が関 1-3-1 

２０ 資源エネルギー庁 総 合 政 策 課 千代田区霞が関 1-3-1 

２１ 中 小 企 業 庁 長 官 官 房 参 事 室 千代田区霞が関 1-3-1 

２２ 国 土 交 通 省 危 機 管 理 室 千代田区霞が関 2-1-3 

２３ 国 土 地 理 院 総 務 部 総 務 課 茨城県つくば市北郷 1 

２４ 観 光 庁 総 務 課 千代田区霞が関 2-1-3 

２５ 

 
気 象 庁 総 務 部 総 務 課 千代田区大手町 1-3-4 

２６ 海 上 保 安 庁 総務部国際・危機管理官 千代田区霞が関 2-1-3 

２７ 環 境 省 大 臣 官 房 総 務 課 千代田区霞が関 1-2-2 

２８ 

 
原子力規制委員会 

原子力災害対策･核物質 

防 護 課 
港区六本木 1-9-9 

２９ 消 費 者 庁 総 務 課 千代田区霞が関 3-1-1 

３０ ス ポ ー ツ 庁 政 策 課 千代田区霞が関 3-2-2 

３１ 防 衛 装 備 庁 
長 官 官 房 総 務 官 付 

渉 外 調 整 室 
新宿区市谷本村町 5-1 
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【関係指定地方行政機関】 

連番 名 称 担当部署 所 在 地 

１ 
九 州 管 区 

警 察 局 

広 域 調 整 部 

広 域 調 整 第 2 課 
福岡市博多区東公園 7-7 

２ 九 州 防 衛 局 企 画 部 地 方 調 整 課 
福岡市博多区博多駅東 

2-10-7 

３ 
九 州 総 合 

通 信 局 
総 務 課 熊本市西区春日 2-10-1 

４ 福 岡 財 務 支 局 総 務 課 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

５ 長 崎 税 関 総 務 部 総 務 課 長崎市出島町 1-36 

６ 九 州 厚 生 局 総 務 課 
福岡市博多区博多駅前 3-2-8 

住友生命博多ビル 

７ 長 崎 労 働 局 総 務 課 長崎市万才町 7-1 住友生命長崎ビル 

８ 九 州 農 政 局 長 崎 県 拠 点 長崎市岩川町 16-16 長崎合同庁舎 

９ 
九 州 森 林 

管 理 署 

長 崎 森 林 管 理 署 諌早市栗面町 804-1 

眉 山 治 山 事 務 所 島原市新山２丁目 9002 

１０ 
九 州 産 業 

保 安 監 督 部 
管 理 課 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

 福岡合同庁舎 

１１ 
九 州 経 済 

産 業 局 
総 務 企 画 部 総 務 課 

福岡市博多区博多駅 2-11-1 

福岡合同庁舎 

１２ 
九 州 地 方 

整 備 局 

企 画 部 防 災 課 福岡市博多区博多駅東 2-10-7 

長崎河川国道事務所 長崎市宿町 316-1 

長崎港湾・空港事務所 長崎市小ヶ倉町 3-76-72 

雲 仙 復 興 事 務 所 島原市南下川尻町 7-4 

１３ 九 州 運 輸 局 

交 通 環 境 部 情 報 ・ 

防 災 課 
福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

長 崎 運 輸 支 局 

長崎市松ヶ枝町 7-29 

長崎港湾合同庁舎 

長崎市中里町 1368 

佐 世 保 海 自 事 務 所 
佐世保市千尽町 4-1 

佐世保合同港湾庁舎 

１４ 大 阪 航 空 局 

総務部航空保安対策課 大阪市中央区大手前 4-1-76 

長 崎 空 港 事 務 所 大村市蓑島町 593-2 
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１５ 
福 岡 航 空 

交 通 管 制 部 
総 務 課 福岡市東区大字奈多 1302-17 

１６ 福岡管区気象台 

総 務 部 総 務 課 福岡市中央区大濠 1-2-36 

長 崎 地 方 気 象 台 長崎市南山手町 11-51 

１７ 
第 七 管 区 

海 上 保 安 本 部 

総 務 部 総 務 課 北九州市門司区西海岸 1-3-10 

長 崎 海 上 保 安 部 長崎市松ヶ枝町 7-29 

佐 世 保 海 上 保 安 部 佐世保市千尽町 4-1 

平 戸 海 上 保 安 署 平戸市岩の上町 1529-2 

対 馬 海 上 保 安 部 対馬市厳原町厳原東里 341-42 

比 田 勝 海 上 保 安 署 対馬市上対馬町大字比田勝 100-23 

五 島 海 上 保 安 署 福江市東浜町 2-1-1 

三 池 海 上 保 安 部 大牟田市新湊町 1 

唐 津 海 上 保 安 部 唐津市二夕子 3-216-2 

壱 岐 海 上 保 安 署 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 648-5 

福 岡 航 空 基 地 福岡市博多区半道橋 

１８ 九 州 地 方 環 境 事 務 所  熊本市西区春日 2-10-1 

 

【武力攻撃事態において地方公共団体との連絡調整を担当する部隊等】 

連番 部隊等の長及び窓口 区分 所 在 地 

１ 自衛隊長崎地方協力本部  長崎市出島町 2-25 

２ 西部方面総監部防衛部 陸自 熊本市東町 1-1-1 

３ 
佐 世 保 地 方 総 監 

第 3 幕 僚 室 
海自 佐世保市平瀬町無番地 

４ 
西 部 航 空 方 面 隊 

司 令 官 防 衛 部 
空自 春日市市原町 3-1-1 
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【指定地方公共機関】 

連番 区分 名    称 所 在 地 

１ 
その

他 
一般社団法人島原医師会 島原市萩原一丁目１２３０ 

２ 
その

他 

一 般 社 団 法 人 島 原 

南 高 歯 科 医 師 会 島原市崩山町６８６９－１ 

３ 
その

他 

一般社団法人島原医師会 

島原訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝＱ 島原市萩原一丁目１２３０ 

４ ガス 
長崎県ﾌﾟ ﾛ ﾊ ﾟ ﾝ ｶ ﾞ ｽ協会 

島 原 支 部 島原市浦田町２－７７９－１ 

５ ガス 
西 部 ガ ス 株 式 会 社  

島 原 営 業 所 
島原市高島二丁目７１９２ 

６ 運送 
長 崎 県 ト ラ ッ ク 協 会 

島 原 支 部 島原市新湊１－３２－３ 

７ 〃 島 原 鉄 道 株 式 会 社 島原市弁天町 2-7385-1 

８ 〃 
九 商 フ ェ リ ー 

株 式 会 社 
島原市下川尻町 7-5 

９ 放送 
熊 本 フ ェ リ ー 

株 式 会 社 
島原市下川尻町 7-5 

１０ 〃 
株 式 会 社 

エ フ エ ム 島 原 
島原市白土町 1111番地 

１１ 〃 
株 式 会 社 

カ ボ チ ャ テ レ ビ 
島原市白土町 1111番地 

１２ 〃 
株 式 会 社 

ひ ま わ り テ レ ビ 
島原市城内三丁目 1262番地 3 

 

【県の出先機関】 

連番 名    称 担当部署 所  在  地 

１ 長 崎 振 興 局 管理部総務課 長崎市大橋町 11-1 

２ 県 央 振 興 局 管理部総務課 諫早市永昌東町 25-8 

３ 島 原 振 興 局 監理部総務課 島原市城内 1-1205 

４ 県 北 振 興 局 総務部管理課 佐世保市木場田町 3-25 

５ 五 島 振 興 局 管理部総務課 五島市福江町 7-1 

６ 壱 岐 振 興 局 管理部総務課 壱岐市郷ノ浦町本村触 570 

７ 対 馬 振 興 局 管理部総務課 対馬市厳原町宮谷 224 
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【県警察本部】 

連番 名     称 担当部署 所  在  地 

１ 県 警 察 本 部 警 備 課 長崎市万才町 4-8 

２ 島 原 警 察 署 警 備 課 島原市新馬場町 890-1 

 

 

【市・町】 

連番 名  称 担 当 部 署 所 在 地 

１ 長 崎 市 防災危機管理室 長崎市桜町 2-22 

２ 佐 世 保 市 
消 防 局 

防 災 対 策 課 
佐世保市八幡町 1-10 

３ 島 原 市 市 民 安 全 課 島原市有明町大三東 1327 

４ 諌 早 市 総 務 部 総 務 課 諌早市東小路町 7-1 

５ 大 村 市 安 全 対 策 課 大村市玖島町 1-25 

６ 平 戸 市 総 務 課 平戸市岩の上町 1508-3 

７ 松 浦 市 総 務 課 松浦市志佐町里免 365 

８ 対 馬 市 総 務 課 対馬市厳原町国分 1441 

９ 壱 岐 市 総 務 課 壱岐市郷ノ浦町本村触 562 

１０ 五 島 市 消防本部総務課 五島市福江町 1-1 

１１ 西 海 市 総 務 部 総 務 課 西海市大瀬戸町樫浦郷 2222 

１２ 雲 仙 市 市 民 安 全 課 雲仙市吾妻町牛口名 714 

１３ 南 島 原 市 総 務 課 南島原市布津町乙 1623-1 

１４ 長 与 町 総 務 課 西彼杵郡長与町嬉里郷 274 

１５ 時 津 町 総 務 課 西彼杵郡時津町浦郷 274 

１６ 東 彼 杵 町 総 務 課 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850-6 

１７ 川 棚 町 総 務 課 東彼杵郡川棚町中組郷 1518-1 



島原市国民保護計画―資料 １ 

 

資料－7 

１８ 波 佐 見 町 総 務 課 東彼杵郡波佐見町宿郷 660 

１９ 小 値 賀 町 総 務 課 北松浦郡小値賀町苗吹郷 2376 

２０ 佐 々 町 総 務 課 北松浦郡佐々町本田原免 168-2 

２１ 新 上 五 島 町 総 務 課 南松浦群新上五島町青方郷 1585-1 

 

 

【消防機関】 

  

【九州各県庁】 

連番 名 称 担 当 部 署 所 在 地 

１ 福 岡 県 
総 務 部 消 防 防 災 安 全 課 

生 活 安 全 室 
福岡市博多区公園 7-7 

２ 佐 賀 県 総 括 本 部 消 防 防 災 課 佐賀市城内 1-1-59 

３ 熊 本 県 総 務 部 危 機 管 理 室 熊本市水前寺 6-18-1 

４ 大 分 県 生活環境部防災危機管理課 大分市大手町 3-1-1 

５ 宮 崎 県 
総 務 部 危 機 管 理 局 

危 機 管 理 室 
宮崎市橘通東 2-10-1 

６ 鹿 児 島 県 
危 機 管 理 局 

危 機 管 理 防 災 課 
鹿児島市鴨池新町 10-1 

７ 沖 縄 県 
知 事 公 室 

防 災 危 機 管 理 課 
那覇市泉﨑 1-2-2 

８ 長 崎 県 危 機 管 理 課 長崎市尾上町 3-1 

連番 名    称 担 当 部 署 所  在  地 

１ 長 崎 市 消 防 局 警 防 課 長崎市興善町 3-1 

２ 佐 世 保 市 消 防 局 警 防 課 佐世保市平瀬町 9-2 

３ 
県央地域広域市町村圏組

合 消 防 本 部 
警 防 救 急 課 諌早市鷲崎町 221-1 

４ 
島原地域広域市町村圏組

合 消 防 本 部 
警 防 課 島原市新馬場町 872-2 

５ 平 戸 市 消 防 本 部 警 防 課 平戸市岩の上町 733-1 

６ 松 浦 市 消 防 本 部 消 防 課 松浦市志佐町庄野免 268-3 

７ 新 上 五 島 町 消 防 本 部 警 防 課 南松浦群新上五島町七目郷 902-1 
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【報送機関】  
  

 名     称 担当部署等 所在地 
備

考 

１ 日本放送協会 長崎放送局  長崎市西坂町 1-1  

２ 長 崎 放 送 株 式 会 社 総 務 局 長崎市上町 1-35  

３ 株 式 会 社  テ レ ビ 長 崎 総 務 局 長崎市金屋町 1-7  

４ 長 崎 文 化 放 送 株 式 会 社 総 務 部 長崎市茂里町 3-2  

５ 株式会社 長崎国際テレビ  長崎市出島町 11-1  

６ 株式会社 エフエム長崎 総 務 部 長崎市栄町 5-5  

７ 
株 式 会 社  

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ ﾃ ﾚ ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ｮ ﾝ 島 原 
 島原市白土町 1111  

８ 
西 九 州 電 設 株 式 会 社 

ひ ま わ り テ レ ビ 

 雲仙市千々石町戊 714-3  

（島原営業所） 島原市城内 3-1262-3  

９ 株式会社 ＦＭしまばら  島原市白土町１１１１  

10 
株式会社ケーブルテレビジ

ョンしまばら 
 

島原市白土町 1111 番地 

ＮＴＴビル１Ｆ 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ４ 
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 資料 2  

 

安否情報に係わる各種様式 

 

様式第 1 号（第 1 条関係） 

安否情報収集様式（避難住民・負傷住民） 

記入日時（  年  月  日   時  分） 

 

① 氏 名   

② フリガナ  

③ 出生の年月日   年  月  日 

④ 男女の別     男     女 

⑤ 住所（郵便番号を含む。）  

⑥ 国籍 日本  その他（      ） 

⑦ その他個人を識別するための情報  負傷       非該当 

⑧ 負傷（傷病）の該当  

⑨ 負傷又は傷病の状況  

⑩ 現在の居所  

⑪ 連絡先その他必要情報  

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①か

ら⑪を回答する予定ですが回答を希望しな

い場合は○で囲んで下さい。 

回答を希望しない 

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答

する予定ですが回答を希望しない場合は○

で囲んで下さい。 

回答を希望しない 

⑭ ①から⑪を親族，同居人、知人以外への

回答又は公表することについて、同意するか

どうか○で囲んで下さい。 

同意する 

同意しない 

＊ 備  考  

（注１） 本収集は、国民保護法第 94 条第 1 項の規定に基づき実施するものであり、個人情

報の保護に十分留意しつつ、上記⑫～⑭の以降に沿って同法第 95 条第 1 項の規定に

基づく安否情報の照会に対する回答を利用します。 

     また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難在留者の確認事務のた

め、行政内部で利用することがあります。 

（注２） 親族・同居人・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。 

また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれに類する者を指します。 

（注３） 「③出生の年月日」は、欄は元号表記により記入すること。 

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は、備考欄にご記入願います。
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様式第 2 号（第 1 条関係） 

安否情報収集様式（死亡住民） 

記入日時（  年  月  日   時  分） 

 

① 氏 名  

② フリガナ  

③ 出生の年月日   年  月  日 

④ 男女の別     男     女 

⑤ 住所（郵便番号を含む。）  

⑥ 国籍 日本  その他（      ） 

⑦ その他個人を識別するための情報  負傷       非該当 

⑧ 死亡の日時、場所及び状況  

⑨ 遺体が安置されている場所  

⑩ 連絡先その他必要事項  

⑪ ①から⑩を親族・同居人・知人以外の者か

らの照会に対する回答することへの同意 

同意する 

同意しない 

＊ 備  考  

（注１） 本収集は、国民保護法第 94 条第 1 項の規定に基づき実施するものであり、親

族、知人については、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居

人・知人からの照会があれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法第 95

条第 1 項の規定に基づき安否情報の照会に対する回答に利用します。 

     また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難在留者の確認事務の

ため、行政内部で利用することがあります。更に、記入情報の収集、パソコンの

入力回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

 

（注２） 親族・同居人・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行いま

す。また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれに類する者を指し

ます。 

 

（注３） 「③出生の年月日」は、欄は元号表記により記入すること。 

 

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は、備考欄にご記入願います。 

 

⑪の同意回答者  連絡先  

同意回答者住所  続柄  

（注５） ⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。 

 

 

 



島原市国民保護計画―資料 ２ 

資料－11 

 

様式第 3 号（第 2 条関係） 

安 否 情 報 報 告 書 

 報告日時   年  月  日  時  分   

市町村名      担当者名           

① 氏 名       

② フリガナ       

③ 出生の年月日       

④ 男女の別       

⑤ 住 所       

⑥ 国 籍       

⑦ その他個人を識  

 別するための情報 
      

⑧ 負傷（傷病）の 

該当 
      

⑨ 負傷又は傷病の 

状況 
      

⑩現在の居所       

⑪ 連絡先その他必

要情報 
      

⑫  親族・同居者への 

回答の希望 
      

⑬ 知人への回答の 

希望 
      

⑭ 親族・同居人・知

人以外の者への回

答又は公表の同意 

      

⑮ 備 考       

 

備 考 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「出生の年月日」欄は、元号表記により記入すること。 

３ 「国籍」欄は、日本国籍を有しないものに限り記入すること。 

４ 武力攻撃により死亡した住民にあっては、「⑨負傷又は傷病の状況」欄に「死亡」と

記入した上で、加えて「死亡の日時、場所、状況」を  

を記入し、「⑩現在の住所」欄に「遺体が安置されている場所」を記入すること。 

５ ⑫~⑭の希望又は、同意欄には、安否情報の収集に係る希望又は同意について「有」

又は「無」と記入を願います。この場合において、当該希望又は同意について特段の

条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。 
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様式第４号（第３条関係） 

安 否 情 報 照 会 書 

年  月  日 

総務大臣 

（都道府県知事） 殿 

（市町村長） 

                      申請者 

                      住所（居所）             

                      氏名                 

  下記の者について、武力攻撃事態等のおける国民保護のための措置に関する法律第

９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。 

 

照会をする理由 

（○を付けてください。③の場合理由を

記入願います） 

① 被照会者の親族又は同居者であるため 

② 被照会者の知人（友人、職場関係者、近隣

住民）であるため 

③ その他（             ） 

備考  

 

 

被照会者を

特定するた

めに必要な

事   項 

 

 

氏 名  

フリガナ  

出生の年月日  

男女の別  

住所  

国籍 

（日本国籍を有しない者

に限る） 

日本   その他（          ） 

その他個人を識別するた

めの情報 

 

＊申請者の確認  

*備考 
 

 

備 考 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 法人、その他の団体にあっては、その名称、代表の氏名及び主たる事務所の所在地を

記入願います。 

３ 「出生の年月日」欄は、元号表記により記入すること。 

４ 「国籍」欄は、日本国籍を有しないものに限り記入すること。 

５ ＊印の欄には記入しないでください。 
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様式第５号（第４条関係） 

安 否 情 報 回 答 書 

年  月  日 

   殿 

 

総務大臣 

（都道府県知事）  

（市町村長） 

                     

     年 月 日付で照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。 

避難住民に該当するか否かの別 
 

武力攻撃により死亡し又は負傷した住民に

該当するか否かの別 

 

 

非 

照 

会 

者 

氏 名  

フリガナ  

出生の年月日  

男女の別  

住所  

国籍（日本国籍を有しない者に限る） 
日 本    そ の 他

（          ） 

その他個人を識別するための情報  

現在の居所  

負傷又は疾病の状況  

連絡先その他必要情報  

備考 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には、「該当」又は「非該当」と記入し、「武力

攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当する否かの別」欄には、「死亡」、「負

傷」又は「非該当」と記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は、元号表記により記入すること。 

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体

が安置されている場所」を記入すること。 

５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 
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国民保護避難実施要領マニュアル 
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第１ 目 的                           

 

本マニュアルは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国

民保護法)及び関係法令並びに県計画に記載されている「市(町)の計画作成の基準】を

踏まえ、避難の指示があった時に、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、

活動にあたる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするた

めに、あらかじめ避難実施要領の記載内容や作成の手順、留意点について整理するも

のである。 

なお、現実の攻撃の態様は、攻撃の規模や方法、発生場所、発生時間等により千差

万別であり、平素から作成している避難実施要領のパターンがそのままあてはまると

は限らず、また、緊急の場合には、時間的余裕がないことから、事態の状況を踏まえ

て、法的事項を箇条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものとすることも

考えられることから、平素からの記載内容の相場観やノウハウを蓄積することによ

り、事態発生時に少しでも迅速に避難実施要領を作成できるようになる点に主眼を置

くものとする。 

 

かかる点を前提として、以下において、各種の攻撃の態様等を踏まえた避難実施要

領のいい例等を示すものである。 
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第２ 国民の保護のための措置の仕組み                 

国民の保護に関する措置の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

○ 避難実施要領策定の際、避難実施要領の通知、・伝達が避難の指示の通知後、速やか

に行えるようその迅速な作成に留意する。 

 

・避難の指示 

（避難経路、 

交通手段） 

指定公共機関    ・放送事業者による警報等の放送      ・日本籍十社による救援の協力 

指定地方公共機関  ・運送事業者による住民・物資の運送  ・電気・ガス等の安定的な供給 

 

避 

 

難 

救 

 

難 

 

武力

攻撃

災害

への

対処 

是正 

国（対策本部） 

 

県（対策本部） 

 

島原市（対策本部） 

 

・警報の発令 

 

・市町への通知 

 

・警報の伝達 

 ・避難措置の指示 

（要避難地域、 

避難先地域等） 
是正 

・避難の指示の伝達 

・避難住民の誘導 

（避難実施要領の策定） 

・救援の指示 
・食品の生活必需品等の給与 

・収容施設の供用 

・医療の提供等避難 

・救護に協力 

・武力攻撃災害への対処の

指示 

・武力攻撃災害への防御 ・消防 

被災者の救助等 
指示 指示 

・大規模又は特殊な武

力攻撃災害（ＮＢＣ攻

撃等）への対処 

・応急措置の実施 

警戒区域の設定・退去の指示 

・緊急通報の発令 

・応急措置の実施 

警戒区域の設定・避難

の指示 

・生活関連等施設

の安全確保救援の

指示 

・対策本部にお

ける総合調整 

国民生活の安定 

・対策本部にお

ける総合調整 

総合調整 
総合調整 

総合調整 総合調整 

指示 指示 

指示 

・対策本部にお

ける総合調整 

是正 

是正 

救

護 

安否

情報 

住 
 
 

民 
 
 

(  
 

協 
 

力 
 

) 

・整理・回収 ・収集・整理・回収 ・収集・整理・回収 

生活 

関連 

施設 

綜合 

 

調整 

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携 
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第３ 避難実施要領の策定等                     

市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した 

避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実

施要領の案を作成するとともに、当該案について。各執行機関、消防機関、

県、県警察、海上保安庁、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に

避難実施要領を策定する。 

    また、避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合

には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。 

 

１ 避難実施要領に定める事項 

 

 (1) 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

 ① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

  ・ 地域毎の避難の時期、優先度、避難の態形 

  ・ 地域住民の概数把握 

 ② 避難先 

 ③ 一時集合場所及び集合方法 

 ④ 集合時間 

 ⑤ 集合に当たっての留意事項 

 ⑥ 避難の手段及び避難の経路 

  ・ 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送業者

である指定地方公共機関等による運送） 

  ・ 輸送手段の確保の調整（県との役割分担、運送業者との連絡網、一時避難

場所の選定） 

  ・ 具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る

る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整） 

  ・ 自衛隊や米軍との行動と国民保護措置の実施について、道路、港湾施設、

飛行場施設等における利用のニーズが競合する場合は、市長は、国の対策本

部長による｢利用指針｣の策定に係る調整が開始されるように、県を通じて、

国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。この場合において、市長

は、県を通じた国の対策本部長による意見聴取(武力攻撃事態等における特定

公共施設等の利用に関する法律第 6 条第 3項等)及び国の対策本部長からの情

報提供の求め（同法第 6条第 4項等)適切に対応できるよう、避難の現状、施

設の利用の必要性や緊急性等について、市の意見や関連する情報をまとめ

る。 

 

(2) 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難 

住民の誘導に関する事項 

① 職員、消防職団員の配置等 
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  ・ 各地域への職員の割当て、現地派遣職員の選定 

② 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応 

 ・ 避難支援マニュアル、要配慮者支援班の設置 

③ 要避難地域における残留者の確認 

  

(3) その他の避難の実施に関する必要な事項 

 ① 避難誘導中の食糧等の支援 

② 避難住民の携行品 

③ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等 

 

 

(4) 本市の考慮すべき留意事項 

 ① 観光客、ビジネス客の避難誘導 

 ② 外国人の避難誘導 

 ③ 沖合いで操業中の漁業者、釣り客の避難誘導(漁協との連携体制等) 

 

２ 関係機関の連絡調整窓口 

 

(1) 県警察 

 ① 平素のける避難実施要領パターン作成・見直しにかかる連絡調整窓口 

   関係する警察署と綿密な意見交換を行いつつ作成する。 

    

県警察 担当課 電話番号 

長崎県警察本部 警備課 095-820-0110 内線 5726 

島原警察署 警備課 0957-64-0110 内線 479 

 

 ② 有事における避難実施要領作成協力の要請にかかる連絡調整窓口 

   関係する警察署に協力要請する。 

  （＊避難実施要領の通知先については法第 61条に基づき、関係する海上保安部

長・海上保安署長である。） 

  

(2) 海上保安部 

 ① 平素における避難実施要領パターン作成・見直しにかかる連絡調整窓口 

   関係海上保安部（署）と綿密な意見交換を行いつつ、作成する。 

 

 ② 有事における避難実施要領パターン作成に協力の要請にかかる連絡調整窓口 

   関係する海上保安部(署)に協力要請をする。 

海上保安部（署） 電話番号 

三池海上保安部 0944-53-0521 
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  （＊避難実施要領の通知先については、第 61条に基づき、関係する海上保安部

長・会場保安署長である。） 

 

(3) 自衛隊 

 ① 平素における避難実施要領パターン作成・見直しにかかる連絡調整窓口 

  当該市町を担任する協議会委員(協議会担任部隊長)と綿密な意見交換を行いつ 

つ作成する。 

 

 

 ② 有事における避難実施要領作成協力の要請にかかる連絡調整窓口 

   法第 61条、令第 8条の規定により、連絡窓口は、長崎地方協力本部である。 

    （＊避難実施要領の通知先も同様である。） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域名 部隊名 職名 電話番号 

島原市 第１６普通科連隊 第１中隊長 095７-52-2131(内線 212) 

自衛隊の部隊等の長等 電話番号 備    考 

長崎地方協力本部 
総務課 095-826-8844 

内線 500～504 
法定窓口 

当該市町を担任する協議 

会担当部隊 
上表①参照 

長崎地方協力本部と連絡 

が取れない場合に限る。 

 

第 16普通科連隊第 1科 

第 3科 

0957-52-2131 

長崎地方協力本部及び号

外市町を担任する協議会担

任部隊と連絡が取れない場

合に限る。 
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 【参考】 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

第六十一条 市町村長は、当該市町村の住民に対し、避難の指示があった時はその

国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聞い

て、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。 

    ２ 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。 

    一 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

    二 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置そ

の他の避難住民の誘導に関する事項 

    三 前二号に掲げるものの他、避難の実施に関し必要な事項 

    ３ 市町村長は、避難実施要領を定めた時は、その国民の保護に関する計

画に定めるところにより、直ちに、その内容を住民の予備関係のある公

私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村

の区域を管轄する消防長（消防本部を置かない市町村にあっては、消防

団長）、警察署長、海上保安部長等（政令で定める管区海上保安部の事務

所の長をいう。以下同じ）及び政令で定める自衛隊の部隊等の長並びに

その他の関係機関に通知しなければならない。 

    ４ 第四十七条第二項の規定は、市長村長が前項の規定により避難実施要

領の内容を住民関係のある公私の団体に伝達する場合について準用す

る。 

 

武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律施行令 

第八条 法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊等の部隊等の長は、当該市町村

の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部の連絡部長とする。 

 

 【参考】 

市町村国民保護モデル計画 

Ｐ２６ 第２編第２章 

２ 避難実施要領のパターンの作成 

市(町村)は、関係機関（教育委員会など市(町村)の各試行期間、消防機関、都道 

府県、県警察、海上保安部等、自衛隊 等）と緊密な意見交換を行いつつ、消 

防庁が作成するマニュアルを参考に、季節の別（特に冬季の避難方法）、観光客 

や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の発生状況等に配慮し、複数の避難実施要 

領のパターンを予め作成する。 
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弾道ミサイル攻撃の場合 

 

 ① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令

されたときは、住民は屋内に避難することが基本である。 

(実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、出来るだけ近傍

のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建設物の地階に避難することとなる。) 

② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避

難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に

個々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。 

 

(弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ) 

ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難

措置を指示 

 

対策本部長  警報の発令、避難措置の指示 

             (その他、記者会見等による国民への情報提供) 

 

知   事  避難の指示 

 

 

市   長  避難実施要領の策定 

 

  (ｲ) 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令 

 

  ＊ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射

された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、又、弾道ミサイル

 Ｐ５０ 第３編第２ 

(3) 避難実施要領の内容の伝達等 

市（町村）長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民 

及び関係のある公私の団体に伝達する。 

その際、住民に対しては、迅速な対応がとれるよう、各地域の住民に

関係する情報を的確に伝達する要に努める。 

また、市(町村)長は、直ちに、その内容を市(町村)の他の執行機関、

市（町村）の区域を管轄する消防長（消防本部を置かないし市（町村）

にあっては、消防団長）、警察署長、海上保安部長等（海上保安監部、

海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署（これらの事務所がない

場合は、管区海上保安本部）の長をいう。以下同じ）及び自衛隊地方連

絡部長並びにその他の関係機関に通知する。 
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の主体(国又は国に準ずる者)の意図等により攻撃目標は変化するとともに、そ

の保有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。この

ため、市は、弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとることができるよう

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落

下時の行動について平素からの周知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射さ

れた場合には、弾着の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。 

    また、急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と

同様の対応をとるものとする。 
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避難の実施要領 

島原市長 

○月○日○時現在 

１ 事態の状況、避難の必要性 

  国の対策本部長は、弾道ミサイルの発射

が差し迫っているとの警報を発令し、避難

指示の措置を行った。 

  このため、実際に弾道ミサイルが発射さ

れたときに住民が迅速に対応できるよう、

住民に対し、以降、警報の発令に関する情

報に注意するとともに、その場合に住民が

とるべき行動について周知する。 

 

２ 避難誘導の方法 

 (1) 実際に弾道ミサイルが発射され時は、

対策本部長からのその都度警報の発令が

行われることから、市対策本部は、島原

市の区域が着弾予測地域に含まれる場合

においては、防災行政無線のサイレンを

最大音量で鳴らし、住民に警報の発令を

周知させること。 

 

 (2) 実際に弾道ミサイルが発射されたとの

警報が発令されたときは、住民が近傍の

屋内に避難できるように予め個々人の取

るべき対応を周知・徹底する（その際、

コンクリートの堅ろうな建物への避難が

望ましいが建物の中央部に避難するとと

もに、エアコンや換気扇を停止して、必

要によりテープで目張りを行い、外気に

より出来るだけ遮断される状態になるよ

うに周知する。） 

 (3) 車両内にいる者に対しては、実際

に弾道ミサイルが発射されたとの警報が

発令されたときは、車両を道路外の場所

（やむを得ず道路において避難するとき

は、道路の左側端に沿って駐車する等緊

急通行車両の通行の妨げにならない方

法）に止めるよう周知する。  

 

 

 

 

＊ 弾道ミサイル攻撃への対応は、

政府における記者会見等による

情報提供と並行して、住民に対

し、より入念な説明を行うことが

必要（過去に経験のない事案で

は、「正常化の偏見」（Ｐ１７参照）

が存在する。 

 

＊ 津波警報発令時には、住民が高

台に避難すると同じように、実際

に弾道ミサイルが発射されたと

の警報が発令されたときは、屋内

に避難するというイメージが住

民に定着していることが重要 

 

＊ 現在調査を行っている全国瞬

時警報システム(J-ALERT)が配備

された場合には、国において、各

市(町村)の防災行政無線のサイ

レンを自動起動することが可能

となる。 

 

＊ このほか、イスラエルでは、子

供の不安解消のため玩具類を携

行するよう推奨 
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(4) 外出先においては、可能な限り、大規

模集客施設等の屋内に避難するが余裕が

ない場合は、何らかの遮蔽物の物陰に留

まる。（その際、ガラス張りの建築物の

下は避ける）とともに、周辺で着弾音を

聴いた場合は、当該現場から離れるよう

周知すること。 

 (5) 住民に対しては、屋内避難時に備え

て、最低限の食糧や飲料水、懐中電灯、

ラジオ、身分証明書及び救急品(あれば)

等を用意しておくよう周知する。 

また、防災行政無線やテレビ、ラジオ

などを通じて伝えられる情報に注意する

よう周知する。 

 (6) 住民が近所で弾道ミサイルの着弾音と

考えられる不審な音を聴いた場合は、出

来るだけ市、消防機関、県警察又は海上

保安部等に連絡するように周知する。 

 (7) 弾道ミサイルの着弾地点の周辺には、

一般の住民は興味本意で近づかないよう

に周知する。 

 

３ その他の留意事項 

 (1) 特に、自力での歩行が困難な者におい

ては、迅速な屋内避難が行えるよう、外

出先における対応について各人で問題意

識を持ってもらえるよう、あらかじめ説

明を行っておくこと。 

(2) 住民以外の滞在者についても、屋内へ

避難することが出来るよう、所管の部局

から大規模集客施設や店舗等に対して、

協力をお願いすること。 

４ 職員の配置等 

  職員の体制及び配置については、別に定

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 着弾後の状況を踏まえた避難

の指示が行われるまで、着弾があ

った現場からは、一般の住民は離

れるよう周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 例えばデパートでは、貴金属売

り場のあるフロアではなく、地下

の食品売り場に誘導するように

協力を求めるといった方法が考

えられる。 
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ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合 

 

① ゲリラ・特殊部隊による攻撃において、対策本部長の避難措置の指示及び知事による

避難措置の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施する

ことが基本である。 

なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、避難の指示、警戒区 

域の設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後的に避難措置の指示が出されるこ

とが基本である。 

 ② ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合、攻撃の排除活動と並行して

行われることが多いことから、警報の内容とともに、現場における自衛隊、海上保安部

等及び県警察からの情報や助言等を踏まえ、最終的には、住民を要避難地域の外に避難

させることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶ恐れが

ある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、

適当な避難先に移動させることが必要となる。 

 ③ 以上から、避難実施要領の策定にあたっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、

海上保安部等、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏

まえて避難の方法を策定することが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応する

ため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置

を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整にあたることとする。 

  

（避難に比較的時間に余裕がある場合の対応） 

  ｢一時避難場所までの移動｣～「一時避難場所からのバス等の輸送手段を用いた移動」、 

といった手順が一般的には考えられる。 

 

（昼間の都市部においては突発的に事案が発生した場合の対応） 

 当初の段階では、個々人がその判断により危険回避のための行動をとるとともに、県警 

察、消防機関、海上保安部等、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内 

避難や移動による避難を決定することとなる。 

  特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから、 

平素から住民が緊急的にいかに対応すべきかについて問題意識を持ってもらうことが必 

要である。 

 

＊ ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、相手の攻撃の意図や目的より、攻撃の態様も 

様々であるが、少人数のグループにより行われるため、使用可能な武器も限定され、被害 

の範囲も一般には狭い範囲に限定される。 

  特に、最小限の攻撃で最大の心理的又は、物理的効果を生じさせることが考えられるこ 

とから、都市部の政治経済の中枢、原子力関連施設、危険物質等の取扱所などは、攻撃を 

受ける可能性が一般に高く、注意が必要である。 
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避難の実施要領 

島原市長 

○月○日○時現在 

１ 事態の状況、避難の必要性 

  国の対策本部長は、○○において武装潜

水艇が座礁し、逃走した武装工作員による

攻撃の可能性があることを踏まえ、警報を

発令し、島原市○○地区を要避難地域とす

る避難指示の措置を行った。 

知事は、別添の避難の指示を行った。 

 

２ 避難誘導の方法 

 (1) 避難誘導の全般的方針 

島原市は、Ａ，Ｂ，Ｃ地区住民約○○

名を本日○○時○○分を目途に各地区の

一時避難施設であるＡ、Ｂ、Ｃ公民館に

集合させた後、本日○○時○○分以降、

市車両及び民間大型バスにより、○○

市・○○小学校へ避難させる。 

この際、公民館までの避難は徒歩によ

るものとし、自家用車の使用は、避難に

看護を必要とする者等避難行動要支援者

に限定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 市の体制、職員の派遣 

ア 市対策本部の設置 

国からの指定を受けて、市長を長と

する市対策本部を設置する。 

  イ 市職員の現地派遣 

市職員各○名をＡ，Ｂ，Ｃ公民館、

避難先の○○先の市○○小学校に派遣

する。また、政府の現地対策本部が設

＊ 具体的な被害が発生している

との報告がない段階で避難を行

うこともある。 

 

＊ 対処基本方針、警報、避難措置

の指示の内容等を踏まえて記載。 

＊ 避難の指示を添付する。 

 

 

 

 

 

＊ 少しでも時間的な余裕がある

場合における避難は、一時避難場

所に徒歩により集まり、当該一時

避難所からバス等で移動するこ

とが基本的な対応として考えら

れる。 

 

＊ 自家用車の使用については、地

域の特性を踏まえて、県警察と予

め調整しておくことが重要であ

る。 

 

＊ 避難誘導の方法については、各

現場における県警察、海上保安

部、自衛隊からの情報や助言によ

り適宜修正を行うものとする。こ

のほか、事態の状況が大幅に変更

し、避難措置の指示及び避難の指

示の内容が変更された場合には、

当該避難実施要領についてもあ

わせて修正する。 

 

＊ 事態の変化に迅速に対応でき

るよう、関係機関（県、消防機関、

県警察、海上保安部、自衛隊等）か

らの情報の共有や活動調整を行う

(比較的時間的余裕がある場合) 
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置された場合には、連絡のための職員

を派遣する。 

ウ 避難経路における職員の配置 

避難経路の要所において、連絡所を

設置し、職員を配置して、各種問い合

わせへの対応、連絡調整を行う。 

また、関係機関の協力を得て、行政

機関の保有する車両や案内板を設置す

る。連絡体制においては、救護班等を

設置して、軽傷者や気分が悪くなった

者への対応、給水等を行う。(配置位置

については別途配布) 

また、各地区における避難の開始や

終了等の状況の連絡を本部との間で行

う。 

  エ 現地調整所の設置 

現地における事態の状況の変化に迅

速に対応できるよう、関係機関の情報

を共有し、現場における判断を迅速に

行えるよう現地調整所を設ける。現地

調整所に派遣している市職員(消防職員

を含む)から必要な情報を入手し、派遣

実施要領の弾力的な運用を行うことと

する。また、定時又は随時に会同を開

き、関係機関の活動内容の調整及び確

認を行う。 

 

 (3) 輸送手段 

ア 避難住民数、一時避難施設、輸送力

の配分 

 (ｱ) Ａ地区 

   約○○○名、Ａ公民館、市保有車

両×○両、大型バス×○台 

  

 

(ｲ) Ｂ地区 

約○○○名、Ａ公民館、市保有車

両×○両、大型バス×○台 

 (ｳ) Ｃ地区 

   約○○○名、Ａ公民館、市保有車

ため、現地調整所を設置し、又は職

員を現地調整所に派遣する。また政

府の現地対策本部が設置された場

合には、当該本部に連絡のための職

員を派遣し、最新の状況を入手し

て、避難実施要領に反映させる。 

 

＊ 避難経路の要所々においては、

関係機関の協力をえて、行政機関

の保有する車両等を配置して避

難住民に安心感を与えることも

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ バスや電車等の輸送手段の確

保については、基本的には、県が

行う。 

 

＊ 避難経路については、交通規制

を行う県警察の意見を十分に聞
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両×○両、大型バス×○台 

(ｴ) その他 

イ 輸送開始時期・場所 

   ○○日○○時○○分、Ａ・Ｂ・Ｃ公

民館  

ウ 避難経路 

国道○○号(予備として県道○○号を

使用) 

 

(4) 避難実施要領の住民への伝達 

 ア 市対策本部は、防災行政無線を用い

て、対象地域の住民全般に避難実施要

領の内容を伝達する。その際、広報車

や消防車両等あらゆる手段を活用す

る。 

    イ 上記と並行して、市対策本部は、避

難実施要領についてＡ・Ｂ・Ｃ地区の

町内会長・自治会長、自主防災組織の

長、消防団長、警察署長等にＦＡＸ等

により、住民への伝達を依頼する。 

ウ 市対策本部は、要配慮者、避難支援

者、社会福祉協議会、民生委員、看護

保険制度関係者、障害者団体等へ避難

実施要領の内容の伝達を行う。 

エ 市対策本部は、近隣住人が相互に声

を掛け合うように呼び掛ける。 

オ 市対策本部は、報道関係者に対し、

避難実施要領の内容を提供する。 

カ 要配慮者については、一般の住民よ

り避難に時間を要することから、特に

迅速な伝達を心がける。 

キ 外国人に対しては、ボランティアに

協力を求め、語学に堪能な誘導員を窓

口として配置する。 

 

(5) 一時避難所への移動 

   ア 一時避難所への住民の避難は、健常

者については、徒歩により行うことと

する。自家用車については、健常者は

使用しないよう周知する。 

いて決める。 

＊ 夜間では、暗闇の中における視

界の大小により人々の不安ンも

一層高まる傾向にあることから、

避難誘導員が、避難経路の要所々

において、夜間照明(投稿器具、車

のヘッドライト等)を配備し、住

民の不安をなくす。 

＊ 冬季には、避難時における住民

の衣類への注意を促すことや避

難時の健康対策及び積雪時の移

動時間を考慮してた避難計画の

時間配分に留意する。 

 

 

＊ 都心部においては、地域の社会

的連携が希薄な場合は、防災行政

無線、テレビなどの手段に頼らざ

るを得ない半面、少しでも隣人同

士が相互に声を掛け合うことを

呼びかけることが重要である。 

＊ 外国人については、外国大使

館・領事館による自国民の保護の

ための対応と並行して行うこと

となる。 
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   イ 消防機関は、町内会・自治会・自主

防災組織等の協力を得て住民の誘導を

行う。 

ウ 避難行動要支援者の避難 

    市は、避難行動要支援者の避難を適

切に行えるよう｢避難行動要支援者支援

班｣を設置し、次の対策を行う。 

   ａ ○○病院の入院患者は、○○病院

の車両又は救急車を利用して避難を

実施する。 

ｂ ▽▽老人福祉施設入居者の避難

は、市社会福祉協議会が対応する。 

ｃ その他、看護を必要とする者の避

難は、自家用車等を使用できること

とする。 

(6)  避難誘導の終了 

   ア 市職員及び消防団員は、住民の協 

力を得て、個別訪問により残留者の 

有無を確認する。残留者については、

特別な理由がない限り、避難を行うよ

う説得を行う。 

イ 避難誘導は、○○時○○分までに終

了する要活動を行う。 

(7) 誘導に際しての留意点や職員の心得 

市の職員及び消防職団員は、誘導に当

たっては、以下の点に留意する。 

   ア 住民は、恐怖心や不安感の中で避難

を行うこととなるため、職員は、冷静

沈着に穀然たる態度を保つこと 

イ 市の誘導員は、防災活動服や腕章等

により、誘導員であることの立場や役

割を明確にし、その活動に理解を求め

ること。 

ウ 誘導員は、混乱が予想される場合に

は、それに先立ち迅速な情報提供とパ

ニックによる危険性を警告し、冷静か

つ秩序正しい行動を呼びかけること。 

エ 学校や事業所においては、原則とし

て、避難策まで集団でまとまって行動

するように呼び掛ける。 

 

 

 

 

＊ 防災・福祉関係部局を中心とし

た横断的な組織として「避難行動

要支援者支援班」を設置して、特

に注意した対応を念頭に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 正常化の偏見を考慮すると、自

然災害時以上に残留者への対応

が必要になる可能性が高く、必要

な誘導員を確保するとともに、把

握している情報を基に丁寧な状

況説明等を行うこと等により、残

留者の説明を行わなければなら

ない。   

＊ 職員による避難誘導の活動に

対する理解を得るためには、特

に、都市部等の人的関係が希薄な

地域においては、防災服、腕章、

旗、特殊標章などを必ず携行させ

ることが重要である。 
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(8) 住民に周知する留意事項 

ア 住民に対しては、近隣の住民に声を

掛け合うなど、相互に助け合って避難

を行うよう促す。 

イ 消防団、自主防災組織。町内会・自

治会などの地域のリーダーに対して

は、穀然とした態度で誘導を行うよう

お願いし、混乱の防止に努める。 

ウ 住民の携行品は、貴重品や最小限の

着替えや日常品とし、円滑な行動に支

障をきたさないように住民に促す。 

エ 留守宅の戸締り、金銭・貴重品、パ

スポートや運転免許証等の身分証明

書、非常持ち出し品を携行するように

住民に促す。 

オ 服装や携行品等から不審者と判断さ

れる場合には、市対策本部（現地対策

本部を含む。）消防史員、警察官また

は、海上保安官に通報するよう促す。 

 

(9) 安全の確保 

    誘導を行う市職員等に対しては、二次

被害が生じないよう、国の現地対策本部

や県からの情報、市対策本部において集

約した全ての最新の情報を提供する。必

要により、現地調整所を設けて、関係機

関の現地での情報共有・活動調整を行

う。 

   事態が沈静化していない地域やＮＢＣ

等により汚染された地域は、専門的な装

備等を有する他の機関に避難誘導を要請

する。 

   誘導を行う市職員等に対して、特殊標

章及び身分証明書を交付し、必ず携帯さ

せる。 

 

３ 各部の役割 

  別に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 国からの警察等による情報の

ほか、現地調整所において現場の

情報を集約して、事態の変化に迅

速に対応できるようにすること



島原市国民保護計画―資料 ３ 

 

資料－32 

 

 

４ 連絡・調整先 

(1) バスの運行は、県○○課及び県警察と

調整して行う。 

(2) バス運転手、現地派遣の県職員及び市

職員との連絡要領は別に示す。 

(3) 状況が変化した場合は、別に定める緊

急連絡網により連絡する。 

(4) 対策本部設置場所： 島原市役所 

(5) 現地調整所派遣場所：○○ 

 

５ 避難住民の受入れ・救助活動の支援 

  避難先は、○○市○○小学校及び○○公

民館とする。当該避難の施設には、職員を

派遣して、避難住民の登録や安否確認を行

うとともに、食糧、飲料水等の支給を行

う。その際、県及び○○市の支援を受け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

が重要である。 

＊ 特殊標章及び身分証明書は、武

力攻撃事態等における使用に限

られるが、国際法上、国民保護措

置に係る職務等を行うものが保

護されるために重要である。 
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避難の実施要領 

島原市長 

○月○日○時現在 

１ 事態の状況、 

  ○○日○○時○○分○○地区で発生

した攻撃は、武装工作員の抵抗等によ

り､引き続き、○○地域で戦闘が継続し

ている状況にある（○○日○○時現

在） 

 

２ 避難誘導の全般的方針 

○○地区に所在する者に対しては、

最終的に、当該地区から早急に避難

できるよう、警報の内容や事態の状

況等について行政無線等により伝達

する。 

武装工作員の行動に関する情報に

ついて、正確な情報が入手できない

場合で、外で行動するよりも、屋内

に留まる方が不要な攻撃に巻き込ま

れる恐れが少ないと判断されるとき

は、屋内に一時的に避難させる。 

武装工作員による攻撃が、当該地

域において一時的又は最終的に収束

した場合には、県警察、海上保安部

及び自衛隊等と連絡調整の上、速や

かに、域外に避難させる。 

その際、国からの警報等以外に

も、戦闘地域周辺で活動する現場の

警察官、海上保安官及び自衛官から

の情報をもとに、屋内退避又は、移

動による避難をさせることがある。 

新たな爆発物等の具体的な攻撃に

関する情報が国から出された場合に

は、別途、その内容を伝達する。 

 

 

 

 

 

 

＊ ゲリラ・特殊部隊による攻撃に伴

う避難は、攻撃への排除活動と並行

して行われることが多いことから、

警報の内容ととともに、現場におけ

る県警察、海上保安部、自衛隊等か

らの情報や助言を踏まえて、最終的

には、住民を攻撃の区域外に避難さ

せる。 

＊ 戦闘が行われている地域に所在す

る住民については、事態の状況が沈

静化するまで、一時的に屋内に避難

させ、局地的な事態の沈静化の状況

を踏まえて順次避難させる。 

＊ 屋内避難は、①ＮＢＣ攻撃と判断

されるような場合において、住民が

何ら防護手段なく移動するよりも、

屋内の外気から接触が少ない場所に

留まる方がより危険性が少ないと考

えられるとき、②敵のゲリラや特殊

部隊が隠密に行動し、その行動の実

態等についての情報がない場合にお

いて、屋外で移動するよりも屋内に

留まる方が不要な攻撃に巻き込まれ

る恐れが少ないと考えられるときに

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昼間の都市部における突発的な攻撃の場合) 
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３ 避難の方法 

○○時現在 

○○地区については、○○道路を避

難経路として、健常者は徒歩により避

難する。 

避難行動要支援者は、支援者の支援

を受けるか、車両等により避難する。 

○○地区については、事態が沈静化

するまで、当面の間、屋内退避を継続

する。 

 

 

４ 死傷者への対応 

住民に死亡・負傷者が発生した場合

には、○○地点の救護所、○○病院に

誘導し、又は搬送する。ＮＢＣ攻撃

（核・生物・化学）による死傷の場合

には、○○地点の救護所又は○○病院

に誘導し、搬送する。この場合には、

防護用の資機材を有する専門的な職員

に、汚染地域からの誘導又は搬送を要

請する。 

また、県や医療機関によるＤＭＡＴ

が編成される場合にはその連携を確保

する。 

 

５ 安全の確保 

誘導を行う市の職員に対しては、二

次被害を生じさせることがないよう、

現地対策本部等、県からの情報、市対

策本部において集約した全ての最新の

情報を提供する。 

事態が沈静化していない地域やＮＢ

Ｃ攻撃（核・生物・化学）等により汚

染された地域は、専門的装備を有する

他機関に要請する。 

誘導を行う市の職員に対し、特殊標

章及び身分証明書を交付し、必ず携帯

させる。 

＊ 状況の変化とともに、逐次修正 

＊ 避難の方法については、警報の内

容等以外にも、現場で活動する県警

察、海上保安部及び自衛隊等の意見

を聴いて上で決定することが必要で

ある。 

＊ 現地調整所で県警察、海上保安部、

自衛隊等の情報を集約して、最新の

事態に応じた避難方法を決定する。 

 

＊ ＤＭＡＴは、医療機関との連携に

より、緊急医療活動を行う。 
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避難の実施要領 

島原市長 

○月○日 

１ 事態の状況、避難の必要性 

  対策本部長は、○○地域おける爆発に

ついて、化学剤（○○材と推定される。）

を用いた可能性が高いとして、警報を発

令し、爆発地区周辺の島原市○○町及び

○○町の地域及びその風下となる地域

（○○町及び○○町）を要避難地域とし

て、屋内へ避難するよう避難措置の指示

を行った。 

知事は、別添の避難指示を行った。 

 

２ 避難誘導の方法 

 (1) 避難誘導の全般的方針 

島原市は、要避難地域の住民約

2,000名について、特に爆発が発せし

た地区周辺の地域については、直ちに

現場から離れるとともに、周辺や風下

先となる○○町及び○○町の住民は、

屋内への避難を行うよう伝達する。 

当該エリア内の住民に対しては、防

災行政無線により避難の方法を呼びか

けるとともに、ＮＢＣ防護機器を有す

る消防機関に伝達をさせる。また、防

護機器を有する県警察、海上保安庁、

国民保護措置の実施を命ぜられた自衛

隊の部隊等による屋内への避難住民の

誘導を要請する。 

 

(2) 市における体制、職員の派遣 

ア 市対策本部の設置 

国からの指定を受けて、市長を長と 

する国民保護対策本部を市役所内に設

置する。 

   

 

 

 

 

＊ 避難の指示を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 化学剤は、地形、気象の影響を受

けて、風下方向に拡散し、空気より

重いサリン等の神経剤は下を這うよ

うに広がる性質があり、このため外

気からの密閉性の高い部屋や風上の

高台に避難させることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＮＢＣ攻撃の場合には、内閣総理

大臣が関係大臣を指揮し、措置の実

施に当たることから、政府の各機関

との連絡を取り合って活動すること

が必要である。現地対策本部との密

接な連絡体制を確保することは、職

員の活動上の安全に寄与することと

なる。 

 

(集客施設・住宅密集地域等における化学剤を用いた攻撃の場合 
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イ 市職員の現地派遣 

市職員○名を、爆発が発生した地 

区周辺に派遣し、現地での調整にあた 

らせる。また、現地で活動する県警 

察、消防機関、海上保安部、自衛隊等 

とともに、現地調整所を立ち上げ、情 

報共有及び連絡調整に当たらせる。 

ウ 現地対策本部との調整 

政府の現地対策本部が設置された場

合には、連絡のため職員を派遣し、活

動調整や情報収集に当たらせる。 

 

 (3) 避難実施要領の住民への伝達 

  ア 災害対策本部は、防災行政無線を用 

いて、対象地域の住民全般に避難実施 

要領の内容を伝達する。その際、防護 

機能を有する消防車両等あらゆる手段 

を活用する。 

  イ 上記と並行して、災害対策本部は、

避難実施要領について、要避難地域 

に所在する町内会・自治会長、自主防 

災組織のリーダー、消防団長、警察署 

長等にＦＡＸ等により、住民への電話 

等による伝達を依頼する。 

  ウ 災害対策本部は、避難行動要支援

者、避難支援者、社会福祉協議会、

民生委員、介護保険関係者、障害者

団体等への伝達を行う。 

エ 災害対策本部は、報道関係者に対

し、避難実施要領の内容を提供する。 

 

(4) 避難所の開設等 

ア ○○公民館を臨時避難所として開設

し、関係機関及び要避難地域所在の住

民に伝達する。また、県と調整して、

当該避難所における、専門医やＤＭＡ

Ｔ等による医療救護や市による被災者

の把握を行い、その状況に応じて、避

難所におけるＮＢＣ攻撃への対応能力

 

＊ 防護衣を着用せずに、移動して伝

達することは、危険を伴うことから、

伝達は、防災行政無線電話に限られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 避難所における活動は、救護に関

する県との役割分担を踏まえて行

う。 
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を有する医療班の派遣調整を行う。 

また、専門医や医療品の確保するた

め、県、医療機関と調整を行う。 

ウ 避難所における重度の患者等を搬送

するための搬送手段の調整を行うとと

もに、受け入れ先となる医療機関につ

いて、県と調整し、災害医療機関ネッ

トワークを活用して、専門医療機関に

おける受入れの調整を行う。 

 

(5) 誘導に指しての留意点や職員の心得 

  ア 職員は、冷静沈着に、穀然たる態 

度を保つこと。 

 イ 防災活動服や腕章等により、誘導 

員であることの立場や役割を明確に

し、その活動に理解を求める  

  ウ 誘導員は、迅速な情報提供を行うこ

とにより、混乱を防止するとともに、

冷静かつ秩序正しい行動を呼びかけ

る。 

 

(6) 住民に周知する留意事項 

 ア 住民に対しては、屋内では、窓を閉

め、目張りにより室内を密閉するとと

もに、出来るだけ窓のない中央部の部

屋に移動するよう促す。 

また、2階建て以上の建物では、な

るべく上の階に移動するよう促す。 

  イ 外から屋内に戻った場合は、汚染さ

れた衣服等をビニール袋に入れ密閉す

るとともに、手、顔及び体を水と石鹸

でよく洗うよう促す。  

 ウ 防災行政無線、テレビ・ラジオなど

による情報の入手に努めるよう促す。 

(7) 安全の確保 

   市の職員において、二次災害を生じさ 

せることがないよう、国の現地対策本部 

及び現地調整所等からの情報を市対策本 

部に集約し、各職員に対し最新の汚染状 

況等の情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＮＢＣ攻撃による汚染の状況が目

に見えないような事象において、一

般の国民には危険が迫っていること

がめに見えないことから、行政によ

る速やかな情報提供を常に考える必

要がある。 
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   特に、化学剤の汚染がひどい場所で

は、専門的な装備等を有する他の機関

に被災者の搬送を要請する。 

 

３ 各部の役割 

  別に示す 

 

 

４  連絡調整先 

(1)  対策本部設置場所： 島原市役所 

(2)  現地調整所設置場所： ○○ 
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着上陸侵攻の場合 

 

① 大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵攻事態 

に伴う避難については、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき 

地域広範囲となり、県の区域を超える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要 

となり、国の総合的な方針を持って対応することが必要となる。 

 ② このため、県計画における整理と同様、着上陸侵攻に伴う避難は、事態発生時に 

おける国の総合的な方針に基づき避難を行うことを基本として、平素からかかる避 

難を想定した具体的な対応については定めることは困難であり、国の具体的な指示 

を踏まえて迅速な対応をとることとする。 

 

避難誘導における留意点                              

 

１ 各種の事態に即した対応 

  

 ○ 弾道ミサイル攻撃やゲリラ・特殊部隊等による攻撃など攻撃類型により、また 

避難に時間的余裕があるか否か、昼間の大都市における避難であるか否か等によ 

り、実際の避難誘導の在り方は異なり、常にその事態に即した避難誘導の実現を 

図る姿勢が求められる。避難実施要領についても、事態の変化を踏まえ、逐次修 

正することが求められる場合もある。 

 ○ 弾道ミサイル攻撃においては、当初は迅速に屋内に避難することとなる。避難 

実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び日奈の指示に基づ 

き、実際に弾道ミサイルが発射されたときに個人が対応できるよう、その取るべ 

き行動を周知しておくことが主な内容となる。 

 ○ ゲリラ・特殊部隊による攻撃においては、比較的時間的余裕がある場合には、   

   一時避難場所までの移動、一時避難場所からのバス等による移動といった手順

が一般には考えられるが、昼間の大都市部においては突発的に事案が発生した場

合には、当初の段階では個人がその判断による危険回避のための行動をとるとと

もに、県警察、消防機関、海上保安部、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各

地域における屋内避難や移動による避難を行うこととなる。 

 ○ 大都市での突発的なテロなど時間的余裕がないケースにおいて、特に、初動時 

には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ない。このため、平素から、

住民が緊急時に如何に対処すべきかについて問題意識を持ってもらう努力が必要

である。 

 ○ 行政当局の限られた資源を活用し、効率的に避難を行うためには、必要となる

措置に優先順位を付けていかなければならないが、その際、住民への情報提供及

び要配慮者の避難について、特に重視しなければならない。 
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２ 避難誘導に係る情報の共有化、一元化 

 ○ 避難住民の誘導に当たっては、対策本部長による避難措置の指示の内容、警報

の内容（特に法第 44条第 2項第 2号に上げる｢武力攻撃が迫り、又は現に武力攻

撃が発生したと認められる地域｣の設定の状況）、又はそれを受けた知事による避

難の指示を踏まえた対応が基本である。 

 ○ 他方、ゲリラや・特殊部隊による攻撃などのように、現場に置いた事態が刻々

と変化するような状況においては、現地で活動する関係機関からの情報や助言を

踏まえて、避難の方法を考える必要がある。 

 ○ 避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、海上

保安部、自衛隊等の関係機関の意見を聴くこととしており、その際に、各機関か

らの情報や助言を踏まえて避難の方法を決めていくことが求められる。 

 ○ 市の対策本部は、市の区域における国民保護措置を総合的に推進する役割を担

うが、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有

し、関係機関からの助言等に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を

設けて、活動調整に当たることが必要である。 

 ○ 避難誘導の開始や終了時、問題が生じた時などは、現地調整所に必ず連絡し、

現地調整所において現場の情報を一元化し、全体の状況を常に把握しておくこと

が期待される。 

 ○ また、政府の現地対策本部が設置された場合には、当該本部に市の職員(連絡

員)として派遣して、最新の情報を入手するとともに、避難実施要領の作成や修正

作業に反映させることが必要となる。 

 

３ 住民に対する情報提供の在り方 

 ○ 国民保護法上、国民への適時適切な情報提供が定められているところである

が、避難誘導に当たっても、住民に可能な限り、情報提供をしていく必要があ

る。 

 ○ 武力攻撃やテロについても、我が国においては、あまり意識されてこなかった

ため、自然災害以上に、希望的観測を抱き、災害発生を軽視もしくは無視し、適

切な行動をとらないということ（ノーマルシー・バイアス＝｢正常化の偏見｣)が起

きやすく。また、逆に小さな事象に対し、過剰に反応したり（カタストロフィ

ー・バイアス）、流言や誤情報に基づいて思い込みで行動する可能性もある。そう

した住民の心理状態も念頭に置き、住民に対し、必要な情報をタイムリーに提供

することが必要である。 

 ○ その際、事態の状況や住民の避難に係る情報のみならず、行政側の対応の状況

についても、可能な限り提供すべきである。それは、住民にとっての安心材料に

もなるものである。（状況に変化がない場合においても、現状に関し情報提供を続

けることは必要である。） 

 ○ また、「正常化の偏見」を考慮すると、自然災害以上に残留者への対応が必要に

なる可能性が高く、必要な要員を確保するとともに、把握している情報をもとに

丁寧な状況説明を行うこと等により、残留者の説得を行わなければならない。 
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 ○ 放送事業者の有する情報伝達の即時機能に鑑み、重要な情報は、｣速やかに放送

事業者に提供することが必要となる 

 ○ 要配慮者や外国人など、情報が届きにくい住民については、民生員、ボランテ

ィア団体等を通じた情報提供も行うことが必要となるが、そのためには、平素よ

り、十分な連携を図っておくことが求められる。 

 ○ ＮＢＣ攻撃による汚染の状況が目に見えないような事象においては一般の国民

には、危険が迫っていることが目に見えないことから、特に行政による速やかな

情報提供に心がけなければならない。 

 

４ 要配慮者への配慮 

 ○ 避難誘導に当たっては、自然災害時と同様、高齢者、乳幼児等の要配慮者への

配慮が重要であり、避難誘導に当たり、常にこのことを意識する必要がある。ま

た、時間的余裕がなく、屋内に留まる方が安全と考えられる場合は、屋内への避

難を現実的な避難方法として考えることが必要である。 

 ○ 具体的には、以下の避難行動要支援者の支援措置を講じていくことが適当と考

えられる。 

  ① 防災・福祉関係部局を中とした横断的組織としての｢避難行動要支援班｣の設

置 

② 消防団や自主防災組織による情報が伝達されているか否かの確認 

③ 社会福祉協議会、民生委員、看護保険制度関係者、障害者団体等と連携した

情報共有と支援の実施 

④ 一人一人の要配慮者のための｢避難支援マニュアル｣の策定（地域の避難行動

要支援者マップを作製する等）等、 

   また、老人福祉施設の管理者において車いすや担架による移動補助、車両によ

る班相当の措置が適切に講じられるよう、収容者等を踏まえた運送手段の確保の

方針について検討しておくことが必要である。 

   なお、｢避難支援マニュアル｣を策定するためには、要配慮者の把握・共有が不 

可欠となる。 

 

５ 安全かつ一定程度規律を保った避難誘導の実現 

 ○ 避難は、現時点において、安全でも、事態の変化の可能性があることから、変 

化した場合においても住民の安全を確保するために行うものであり、避難過程の 

安全確保は、避難に当たっての前提である。 

○ したがって、避難誘導の開始において、県警察等の活動調整を行い、避難経路

の要所において、職員を配置して各種の連絡調整に当たるとともに、行政機関の

車両や案内板などを配置して、誘導の円滑化を図るべきである。 

また、一時避難所等からバス等で移動する場合においては、当該一時避難所に

おいて、職員を住民の搭乗等の調整に当たらせることが必要である。 

○ また、避難誘導の実施に当たり、避難住民が興味本意で、危険な地域に向かっ

たり、避難から脱落することがないように注意する必要がある。 
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○ 避難誘導の実施に当たり、少しでも連帯感を持って避難誘導を行うことが必要

となるが、地域社会における連帯感が希薄な場合においても、現場の個々の誘導

員がリーダーシップを発揮することで、一定程度の規律を保った避難を行うこと

が可能となる。 

○ このため、避難誘導の先導に先立つ要員については、次の点に留意して活動さ

せる必要がある。 

 ・ 住民は、恐怖心や不安感の中で誘導を行うことになることから、誘導に当た

るものは、より一層冷静沈着に、穀然たる態度を保つこと。 

 ・ 誘導員は、防災活動服や腕章等により、誘導員であることの立場や役割を明

確にして、その活動に理解を求めること（自主防災組織等には特殊標章の交付

を） 

 ・ 誘導員は、パニックの予兆を察知したら、それに先立つ迅速な情報提供と冷

静かつ秩序正しい行動を呼びかけること。 

 ・ 近隣の住民に声を掛け合い、相互に助け合って避難を行うよう促す。 

 

６ 学校や事業所における対応 

 ○ 学校や大規模な事業所においては、時間的な余裕がある場合を除き、集団でま

とまって行動することを前提として、誘導の方法を考えるべきである。 

 ○ 例えば学校については、時間的に余裕がある場合には、保護者に連絡して、児 

童生徒等と保護者が一緒に行動するが、保護者が職場にいる場合や時間的余裕が 

ない場合には、学校の管理の下で、担任が児童生徒と行動をともにして避難を行 

うことを基本とする。（登下校中や課外活動中に、学校に戻ったり、所在する児童 

・生徒等についても同様である。） 

 ○ こうした取り組みを円滑に行うためにも、平素より、学校や大規模な事業所と 

連携を図るとともに、訓練等により浸透を図る必要がある。 

 

７ 民間企業による協力の確保 

 ○ 災害時の民間企業の役割として、｢企業内の防災｣のみならず、｢地域の防災力｣ 

を確保する上での役割が重要になっている。企業の持つ物理的スペースが、住人 

避難に役立つのみならず近隣地域への情報提供等についても、重要な役割を果た 

している。 

 ○ 例えば、昼間大都市部において、武力攻撃やテロが発生した場合においても、 

企業単位で地域の避難誘導を主体的に実施したり、電光掲示板等によるタイムリ 

ーな情報の提供(たとえば、平時は企業情報を提供し、事態発生時には、警報等の 

安全情報を提供)は、大きな効果を生む。 

 ○ このため、各地域において、こうした取り組みを行う民間企業をＰＲすること 

などにより、地域において、民間企業が住民避難等を支援する体制づくりを進め 

るべきである。 
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８ 住民の｢自助｣努力による取組の促進 

 ○ 災害時では、「自助７割、共助 2割、公助 1割」であると、一般に指摘されてお 

り、特に初動の対応は、阪神・淡路大地震の際の教訓に照らしても、個々人の自

助能力が鍵であるとされている。つまり、テロ生起現場は、多数の住民が生活し

ている場であり、住民自らが身を守る必要があるということである。 

 ○ 事案の発生直後は、危険を回避し被害を軽減するため非常に重要時間である 

が、その時点の行政側の対応には一定の限度があり、国民一人一人が危険回避の 

ために問題意識を持って対応できるよう、平素からの啓発を強化する必要があ 

る。 

 ○ 市は、武力攻撃事態あるいは大規模なテロに際し、住民自らが行うべきことに 

ついて、研修会や訓練を通じて、平素から通知するよう努力することが期待され 

ている。 

そうした取り組みは、緊急時に一定の方向に人々の行動を収斂させる等いう効 

果も有しており、安全かつ円滑な避難実施の点からも有効である。 

  

 ＊ 攻撃発生当初の段階では、個々人の判断により、現場における次の行動を考え 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＊「武力攻撃やテロなどから身を守るために」(内閣官房)参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 爆発音を聞いた直後は、とっさに低い姿勢になり、身の安全を守るとともに、

周囲の状況を確認する。 

・ 速やかに爆発が起こった建物などから出来る限り離れる。 

・ 近隣の堅ろうな建物や地下街など屋内に避難する。また、移動に際しては、現

場に消防職員や警察官又は海上保安官がいる場合には、その指示に従って、落ち

着いて行動する。 

・ 異変の起こった地域には、むやみに近寄らない。 
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参  考  資  料 
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弾道ミサイル攻撃に際しての国民の保護のための措置の実施について 

平成 19 年 5 月 11 日付消防国第 14 号 消防庁国民保護室長通知 

弾道ミサイル攻撃に際しての国民の保

護のための措置については、武力攻撃事

態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成 16 年法律第 112 号。

以下｢国民保護法｣という。）、国民の保護

に関する基本指針(平成 17 年 3 月 25 日

閣議決定。以下｢基本指針｣という。)等

を踏まえ、以下を標準として実施する。 

第 1 弾道ミサイル発射前の措置 

 １ 国民に対する情報の提供 

   弾道ミサイルの発射が差し迫って

おり、当該弾道ミサイルが我が国に

飛来する恐れがあると認められると

きは、内閣官房長官による記者会見

等により、状況に応じ、混乱の回避

に配慮及び考慮しつつ、所要の情報

を国民に対し適切に提供するよう努

める。 

 

  

 

２ 警報の発令等 

  (1) 弾道ミサイル発射前において、

武力攻撃事態等であること等の認

定（以下｢事態認定｣という。）が

行われたときは、国の対策本部長

(武力攻撃事態等及び存立危機事

態における我が国の平和と独立並

びに国及び国民の安全確保に関す

る法律（平成 15 年法律第 79

号。以下｢事態対処法｣という。）

第 10 条第 1 項に規定する武力攻

撃事態等対策本部又は同法第 26

条第１項に規定する緊急対処事態

対策本部（以下｢国の対策本部｣と

総称する。）の長をいう。以下同

じ)は、次の内容の警報を発令す

る。   

(捕捉説明) 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 弾道ミサイル発射前の措置 

 １ 国民に対する情報の提供 

   弾道ミサイルの発射が差し迫ってお

り、当該弾道ミサイルが我が国に飛来

する恐れがあると認められるときは、

内閣官房長官による記者会見等によ

り、状況に応じ、混乱の回避に配慮及

び考慮しつつ、所要の情報を国民に対

し適切に提供するよう努めることとさ

れている。 

当該情報については、必要に応じ

て、消防庁から速やかに各都道府県あ

てに伝達される。 

２ 警報の発令等 

  □ 弾道ミサイル発射前において、事

前認定が行われたときは、国の対策本

部長が警報を発令し、警報の内容の伝

達は、緊急情報ネットワークシステム

(Em-net)、全国瞬時警報システム（J-

ALERT)により指定行政機関へ伝達さ

れる。 
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   ア 我が国に飛来する恐れがある弾

道ミサイル発射が差し迫っている

こと。 

   イ 弾道ミサイルが発射されたとき

は、その都度、警報を発令するの

で、テレビ、ラジオ、サイレン等

により入手に努めるとともに、弾

道ミサイルが発射されたとの警報

が伝達されたときは、まず、近傍

の堅ろうな施設や地下施設などの

屋内に避難する。 

   ウ 弾道ミサイルが発射されたとき

の警報の内容が伝達される場面に

応じて、次のような対応を取る。 

    (ｱ)  屋外にあって車両内にいる

ものは、安全な方法（急ブレー

キを避け、出来る限り道路外の

場所に車両を止めること。 

また、やむを得ず車両を道路

において避難する時は、道路の

左側端に沿って駐車する等緊急

通行車両の妨げとならないよう

に止めること)により車両を止め

る。 

    (ｲ)  勤務先、学校等の出先にい

る者については、別途指示があ

るまで、出先の屋内に留まる。 

    (ｳ)  大規模集客施設等多数の者

が利用する施設においては、混

乱が生じることがないよう、落

ち着いた行動をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 警報の内容については、都道府県

知事から放送事業者である指定地方

公共機関に直ちに通知し、放送事業

者である指定公共機関は、その国民

保護に関する業務計画で定めるとこ

ろにより、速やかにその内容を放送

することとされている。 

 

 □ 市長村長は、警報の内容を住民等

に伝達することとされている。 
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   (2)  警報の内容の伝達は、基本的に 

国の対策本部から中央防災無線によ 

り指定行政機関(事態対処法第 2 条 

第 4 号に規定する指定行政機関をい 

う。以下同じ） へ行い、消防庁か 

ら都道府県知事、都道府県知事から 

市長村長へ防災無線等により行う。

また、警報の内容については、総 

務省又は都道府県知事から放送事業 

である指定公共機関(事態対処法第 2 

条第 6 号に規定する指定公共機関を 

いう。以下同じ) 

または、指定地方公共機関（国民 

保護法第 2 条第 2 項に規定する指定 

地方公共機関をいう。以下同じ）に 

直ちに通知し、放送技術者である指 

定公共機関及び指定地方公共機関 

は、それぞれの国民保護に関する業 

務計画で定めるところにより、速や 

かにその内容を放送する。 

 

   (3) 市長村長は、警報の内容を住民 

等に伝達する。 

 

(4) 都道府県警察は、市町村と協力 

し、警報の内容を住民への伝達に努 

める。 

 

(5) 国土交通省にあっては、航空機 

内に在る者に対し、海上保安庁にあ 

っては船舶内にある者に対し、警報 

の内容を伝達するよう努める。 
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第２  弾道ミサイル発射に伴う措置 

 １ 警報の発令等 

  (1) 我が国の弾道ミサイル防衛シス 

テムにより弾道ミサイルが我が国に 

向けて飛来することが確認された場 

合は、国の対策本部長は、次の内容 

の警報を発令する。 

    ア 我が国に向けて飛来する弾道ミ

サイルが発射されたとき 

   イ 弾道ミサイルの弾着が予測され

る地域及び時刻 

   ウ 国内に避難するとともに、テレ

ビ、ラジオ等による情報の入手に

努めるべきこと。 

 

  (2) 国の対策本部は、警報の内容を 

指定行政機関に通知する。 

 

  (3) 消防庁は、都道府県知事に都道 

府県知事は市町村長に警報の内容を

通知し、市長村長は、住民等に警報

の内容を伝達する。 

 

  (4)  市町村長による住民への警報の 

内容の伝達に際しては、弾道ミサイ 

ルの弾着が予想される地域に当該市 

町村が含まれる場合には、原則とし 

てサイレンンを使用して注意喚起を 

図るとともに、市町村防災行政無線 

を使用すること等により警報を広く 

知らしめる。 

 

  (5)  都道府県警察は、市町村と協力 

し、警報の内容の住民への伝達に努 

める。 

 

  (6) 国土交通省にあっては、航空機 

内にある者に対し、警報の内容を伝 

達するよう努める。 

 

第２ 弾道ミサイル発射に伴う措置 

 １ 警報の発令等 

   □ 我が国の弾道ミサイル防衛シス

テ 

ムにより弾道ミサイルが我が国に

向けて飛来することが確認された

場合は、国の対策本部長は、警報

を発令し、警報の内容を指定行政

機関に通知する。これを受けて、

消防庁は都道府県知事に、都道府

県知事は市長村長に警報の内容を

通知し、市長村長は、住民等に警

報の内容を伝達することとされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 市町村長による住民への警報の 

内容の伝達に際しては、弾道ミサ 

イルの弾着が予想される地域に当 

該市長村が含まれる場合には、原 

則としてサイレンを使用して注意 

喚起を図るとともに、市町村防災 

行政無線を使用すること等により 

警報を広く知らしめることとされ 

ている。 

 

 

 

  □ 都道府県知事は、直ちに、警報

の内容を放送事業者である指定地

方公共機関に通知することとされ

ている。 
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  (7)  総務省又は都道府県知事は、直 

ちに警報の内容を放送事業者である 

指定公共機関又は指定地方公共機関 

に通知する。 

 

  (8) 放送事業者である指定公共機関及 

び指定地方公共機関はそれぞれの国 

民保護に関する業務計画で定めると 

ころにより、速やかに警報の内容を 

放送する。 

 

  (9) 弾道ミサイルを破壊するための 

措置を取った場合には、国の対策本 

部及び防衛省は、早期に調整を行い 

つつ、速やかに弾道ミサイル破壊の 

状況を公表する。 

  

 

  

 

２ 国民に対する情報の提供 

   事態認定が行われていない場合にお 

いては、我が国の弾道ミサイル防衛シ

ステムにより弾道ミサイルが我が国に

向けて飛来することが確認された場合

は、上記(8)を除く）に準じて、所要

の情報を国民に対し適切に提供するよ

う努める。 

  ＊ 上記の②に該当しない場合であ

っても、我が国の周辺で弾道ミサ

イルが発射される事案が発生し、

当該事案の発生が国民の不安を招

き、今後の我が国の安全保障とい

う観点からも重大な懸念を生じさ

せる場合については、記者発表や

消防庁から地方公共団体への連絡

等により、所要の情報を国民に対

し、適切に提供するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 放送事業者である地底地方公共 

  機  関は、その国民の保護に関す 

る業務計画で定めるところによ 

り、速やかに警報の内容を放送す 

ることとされている。 

 

 □ 弾道ミサイルを破壊するための措 

置を取った場合には、国の対策本部 

及び防衛省は、相互に調整を行いつ 

つ、速やかに弾道ミサイル破壊の状 

況を公表することとされている。 

    当該情報については、必要に応じ 

て、消防庁から速やかに各都道府県 

あて伝達される。 

 

２ 国民に対する情報の提供 

事態認定が行われていない場合にお

いては、我が国の弾道ミサイル防衛シ

ステムにより弾道ミサイルが我が国に

向けて飛来することが確認された場合

は、上記に準じて、所要の情報を国民

に対し適切に提供するよう努めること

とされている。（ただし、事態認定が

行われていない場合においては、放送

事業者である指定地方公共機関に、警

報の内容を放送する義務はない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



島原市国民保護計画―資料 ３ 

資料－51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 弾道ミサイルの着弾以降の措置 

 １ 弾着した弾道ミサイルに係る措置 

  (1) 弾着地点の確認 

   ア 都道府県警察、海上保安庁、消 

    防機関及び自衛隊は、速やかに航 

空機等により、弾道ミサイルの着 

弾地点の予備その周辺の状況につ 

いて、目視、撮影等により情報収 

集を行う。但し、弾道ミサイルが 

ＮＢＣ弾頭を有する可能性が否定 

できないことから、航空機を活用 

して空中から確認する等安全性を 

確認しながら作業を行う。 

 

   イ 都道府県警察、海上保安庁及び 

自衛隊は、相互に協力して、具体 

的な着弾地点の確認を行い、警視 

庁、海上保安庁、消防庁及び防衛 

省は、弾着地点について、報告を 

受けた時は、速やかに国の対策本 

部に連絡する。 

   

 

ウ 弾着地点の確認に当たっては、

次に揚げる事項の把握に努める。 

    (ｱ) 概ね被害発生状況とその範囲 

  □ 我が国周辺で弾道ミサイル発射

される事案が発生し、当該事案の

発生が国民の不安を招き、今後の

我が国の安全保障という観点から

も重大な懸念を生じさせる場合に

ついては、記者発表や消防庁から

の地方公共団体への連絡等によ

り、所要の情報を国民に対し、適

切に提供するよう努めることとさ

れている。 

 

 

 

 

第３ 弾道ミサイルの着弾以降の措置 

 １ 弾着した弾道ミサイルに係る措置 

   □ 都道府県警察、海上保安庁、消

防機関及び自衛隊は、速やかに航

空機等により、弾道ミサイルの着

弾地点の予備その周辺の状況につ

いて、目視、撮影等により情報収

集を行う。但し、弾道ミサイルが

ＮＢＣ弾頭を有する可能性が否定

できないことから、航空機を活用

して空中から確認する等安全性を

確認しながら作業を行うとされて

いる。 

 

   □ 都道府県警察、海上保安庁及び

自衛隊は、相互に協力して、具体

的な着弾地点の確認を行うことと

されている。 

弾着地点の確認を行った消防機関

は 

消防庁に対し、速やかに弾着地点

について報告する。 

 

□ 弾着地点の確認に当たっての把

握に努める事項 

(ｱ) 概ね被害発生状況とその範囲 
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(ｲ)  火災の発生等による被害拡大 

  の恐れのある有無   

(ｳ)  放射性物質、生物剤、化学剤

等の飛散の状況の有無 

     エ 弾着地点を確認した都道府県警 

察及び消防機関は、弾着地点を直 

轄する地方公共団体と密接に連携 

する。 

   オ 弾着地の確認に当たっては、次 

の事項に留意する。 

(ｱ) 都市部に弾着した場合 

       都市部においては、人口及び

建設物が集中し、ライフライ

ン、交通機関等が高密度に整備

されているため、弾道ミサイル

が都市部に弾着した場合、被害

は不特定多数の人々及び建設物

に及ぶため、弾着地点の確認に

当たっては、航空機、車両等の

活用や都道府県警察、消防機関

及び自衛隊による相互の情報交

換により、可能な限り広範囲に

かつ詳細に実施するものとす

る。 

       (ｲ) 山間部に弾着した場合 

     山間部においては、地形等が 

複雑かつ急峻であり、また、季 

節によっては、過酷な自然環境 

に置かれることも想定される。 

    このため、都道府県警察、消防 

機関及び自衛隊は、密接な連携 

の下、車両や回転翼航空機等を 

活用するなどして、着弾地点の 

確認を実施する。 

     

(ｲ) 火災の発生等による被害拡大

の恐れのある有無 

(ｳ) 放射性物質、生物剤、化学剤

等の飛散の状況の有無 

 

  

 

 

□ 弾着地の確認に当たっての留 

意事項 

  (ｱ) 都市部に弾着した場合 

     航空機、車両等の活用や都道 

府県警察、消防機関及び自衛隊 

による相互の情報交換により、 

可能な限り広範囲にかつ詳細に 

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 山間部に弾着した場合 

     都道府県警察、消防機関及び 

自衛隊は、密接な連携の下、車 

両や回転翼航空機等を活用する 

などして、着弾地点の確認を実 

施する。 
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  (ｳ) 島嶼部に弾着した場合 

      島嶼部においては、都道府県警

察、消防機関、海上保安部及び自

衛隊が緊密な連携の下、回転翼航

空機等を活用して、着弾地点等の

確認を実施する。都道府県警察及

び消防機関等の人員等の増派に当

たっては、必要に応じ、自衛隊及

び海上保安庁による支援を実施す

る。その際、島嶼部においては、

本島（本土）と海により隔てられ

ており、アクセスが海路及び空路

に限定されているため艦船及び航

空機を有効に活用する。 

 (ｳ) 島嶼部に弾着した場合 

       都道府県警察、消防機関、 

海上保安部及び自衛隊が緊 

密な連携の下、回転翼航空 

機等を活用して、着弾地点 

等の確認を実施する。都道 

府県警察及び消防機関等の 

人員等の増派に当たって 

は、必要に応じ、自衛隊及 

び海上保安庁による支援を 

実施する。その際、艦船及 

び航空機を有効に活用す 

る。 
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  (2) 弾着した弾道ミサイルの危険性の調 

査及び判定 

   ア 都道府県警察、海上保安庁、消防 

機関及び自衛隊は、着弾した弾道ミサ 

イル及びその周辺の危険物質等の有無 

について、可能な範囲で調査を行う。 

   イ 警視庁、消防庁及び防衛省は、専 

門的知識を有する職員等を派遣する。 

   ウ 都道府県警察、海上保安庁、消防 

機関及び自衛隊の調査の結果等から、 

放射性物質及び化学剤又は、生物剤等 

の存在の疑いがあり、特に専門的知見 

を有する者による調査・判定及び無害 

化措置等について助言等を必要とする 

場合は、国の対策本部は、文部科学省

又は厚生労働省に対して、専門的知 

見を有する職員等の支援を求める。 

   エ 派遣された文部科学省又は、厚生 

労働省の専門的知見を有する職員等 

は、現地の警察庁、消防庁及び防衛省 

の専門的知見を有する職員等並びに都 

道府県警察、海上保安庁、消防機関及 

び自衛隊と連携して調査。判定及び無 

害化措置等について必要な支援を行 

う。 

   オ 専門的知見を有する職員等及び必 

要な資機材等の緊急輸送の要請を受け 

た警視庁、海上保安庁及び防衛省は、 

可能な範囲で迅速な輸送に協力する。 

  

  (3) 弾着した弾道ミサイルの回収、保管 

   等自衛隊は、都道府県警察、海上保安 

庁、文部科学省及び厚生労働省の協力の 

下、必要に応じて弾着した弾道ミサイル 

の回収、保管、調査、分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

□ 弾着地点を確認した都道府 

県警察、海上保安庁、消防機 

関等は、弾着地点を管轄する 

地方公共団体と密接に連携す 

ることとされている。 

連携の内容としては、現地 

   への職員派遣や必要な資機材

の配備、周辺住民の避難、警

戒区域の設定に係る情報連絡

体制の構築等が考えられる 

□ 都道府県警察、海上保安

庁、消防機関及び自衛隊は、

弾着した弾道ミサイル及びそ

の周辺の危険物質等の有無に

ついて、可能な範囲で調査を

行うとされている。 

□ 警視庁、消防庁及び防衛省

は、専門的知識を有する職員

等を派遣すし、必要な場合に

は、文部科学省又は厚生労働

省の専門的知見を有する職員

が派遣されることとされてお

り、都道府県警察、海上保安

庁、消防機関及び自衛隊は、

当該職員と連携することとさ

れている。 

 

 

□ 国の対策本部は、着弾した 

弾道ミサイルの安全性の判定 

結果等について、速やかに公 

表することとされている。 

 当該情報については、必要に 

応じて、消防庁から速やかに 

各都道府県あてに伝達され 

る。 
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  (4) 着弾した弾道ミサイルの安全性の判 

定結果等の公表 

    国の対策本部は、弾着した弾道ミサ 

イルの安全性の判定結果等について速や 

かに公表する。 

 

  (5) 関係機関の連携 

都道府県警察、海上保安庁、消防機

関、自衛隊等の関係機関は相互に連携す

るとともに、地方公共団体等と密接な協

力を行い、弾着した弾道ミサイル及びそ

の周辺の安全性の確認等を効果的に行

う。 

 

２ 住民の避難に関する措置 

(1)  国の対策本部長は、国民保護法及び 

基本指針で定めるところにより、弾道ミ 

サイルの弾着後、事態の推移、被害の状 

況等の応じ、関係する都道府県知事に対 

し、他の安全な地域への住民の避難に関 

する措置を講ずるべきことを指示する。 

 ア 核弾頭の場合は、爆発周辺から直ち

に離れ、地下市悦等に避難するように

指示し、状況に応じて、放射線の影響

を受けない安全な地域に避難させる。 

イ 生物剤及び化学剤を使った弾頭の場

合は、弾道ミサイルが着弾した場所か

ら直ちに離れ、外気からの機密性の高

い屋内などの安全な場所に避難するよ

う指示する。 

 

(2) 国の対策本部長は、警報又は避難措置 

の指示の必要がなくなったと認めるとき 

は、当該警報又は避難措置の指示を解除 

する。 

 

□ 都道府県警察、海上保安

庁、消防機関、自衛隊等の関

係機関は相互に連携するとと

もに、地方公共団体等と密接

な協力を行い、弾着した弾道

ミサイル及びその周辺の安全

性の確認等を効果的に行うこ

ととされている。 

 

 

 

 

 

 

２ 住民の避難に関する措置 

□  国の対策本部長は、国民保

護法及び基本指針で定めると

ころにより、弾道ミサイルの

弾着後、事態の推移、被害の

状況等の応じ、関係する都道

府県知事に対し、他の安全な

地域への住民の避難に関する

措置を講ずるべきことを指示

することとされている。 

    当該、避難措置の指示につ

いては、消防庁から速やかに

各都道府県あてに通知され

る。 

 

 

□ 国の対策本部長は、警報又

は避難措置の指示の必要がな

くなったと認められるとき

は、当該警報又は避難措置の

指示を解除することとされて

いる。 

  当該警報又は避難措置の指 

示の解除については、消防庁 

から速やかに、各都道府県に 

通知される。 
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３ 被災住民の救援に関する措置 

 国民保護法及び基本指針で定めると 

ころにより、国及び地方公共団体をは 

じめとする関係機関が一丸となって万 

全の措置を講ずる。 

 

 

４  武力攻撃災害又は緊急対処事態にお 

ける災害への対処に関する措置 

   

国民保護法及び基本指針で定めると 

ころにより、国及び地方公共団体をは

じめとする関係環が一丸となって万全

の措置を講ずる。 

 (1) 消火、負傷者の搬送、被災者の救 

助等 

消防機関、都道府県警察海上保安 

庁及び自衛隊は、消火、負傷者の搬 

送、被災者の救護に当たる。 

  ア 消防機関は、消火活動及び救

助、救急活動を的確かつ迅速に

実施する。 

     大規模な被害の場合、消防庁

は、必要に応じ、緊急消防援助

隊の派遣等の広域的な応援のた

めの措置を実施する。 

  イ 都道府県警察は、把握したい被

害所教に基づき、迅速に機動隊

等を出動させ、救助活動を行

う。大規模な被害の場合、警視

庁は必要に応じ、広域緊急援助

隊の派遣等の広域的な応援のた

めの措置を実施する。 

  ウ 海上保安庁は、海上における武

力攻撃災害又は緊急対処事態に

おける災害に係る消火活動及び

救助・救急活動を行い、必要な

場合、陸上において被災市町村

の消火活動及び救助・救急活動 

を支援する。 

３ 被災住民の救援に関する措置 

  国民保護法及び基本指針で定 

めるところにより、国及び地方公 

共団体をはじめとする関係機関が 

一丸となって万全の措置を講ずる 

こととされている。 

 

４ 武力攻撃災害又は緊急対処事態にお

ける災害への対処に関する措置 

 

 

 

□ 消防機関、都道府県警察海 

上保安庁及び自衛隊は、消火、負

傷者の搬送、被災者の救護に当た

ることとされている。 

その際、消防機関は、消火 

活動及び救助、救急活動を的確か

つ迅速に実施し、大規模な被害の

場合、消防庁は、必要に応じ、消

防庁は必要に応じ、緊急消防援助

隊の派遣等の広域的な応援のため

の措置を実施することとされてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 市長村長又は都道府県知事は、

住民の生命又は身体に対する危険
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  エ 自衛隊は、救急患者、医師その

他必要な人員及び救援物資の緊

急輸送を実施する。 

 

 (2) 警戒区域の設定 

ア 市長村長又は都道府県知事は、

住民の生命又は身体に対する危険

を防止するため、国民保護法第１

１４条の規定に基づき、ミサイル

の弾着地点の周辺地域等に警戒区

域を設定し、当該系あき区域への

立ち入りを制限若しくは禁止し、

または退去を命ずる。  

 

 イ 市    イ 市長村長又は、都道府県知事に

よる措置(消防機関による措置を

含む。)を待ついとまがないと認

められるとき又はこれらの者から

要請があった時には警察官又は海

上保安官が、市長村長その他市町

村長の所見を行うことができるも

のがその場にいないときは、自衛

隊の部隊等の自衛官が警察区域の

設定等の措置を講ずる。 

 

 (3) ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

   ア ＮＢＣ弾頭を搭載した弾道ミサ

イルが弾着した場合は、放射性物

質等による汚染が生じることとな

るため、国民保護法第 107 条の

規定に基づき、内閣総理大臣は、

関係大臣を指揮し、放射性物質等

の汚染の発生の原因となる物の撤

去、汚染の除去その他汚染の拡大

を防止するため必要な措置を講じ

させる。 

    イ ＮＢＣ攻撃による汚染の拡大を

防止するために指定行政機関の長

や都道府県知事、都道府県警察本

部長等は、国民保護法第１０８条

を防止するため、国民保護法だい

１１4 条の規定に基づき、ミサイ

ルの弾着地点の周辺地域等に警戒

区域を設定し、当該警戒区域への

立ち入りを制限若しくは禁止し、

または退去を命ずることとされて

いる。  

   なお、当該市長村長の職員であ

る消防史員も、他の市町村の職員

と同様に、市長村長の委任を受け

て、同条に基づく、警戒区域の設

定が可能(地方自治法第 153 条第

1 項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ ＮＢＣ攻撃による汚染の拡大防

止を防止するため、都 

道府県知事は、国民保護法第 107

条の規定に基づき、感染症法の規

定を適用し、感染症患者の入院措

置、移送、就業制限の措置を講ず

ることとされている。 

    これらの措置は、原則として都

道府県知事が講ずる（感染症の予

防及び感染症患者に対する医療に

関する法律） 
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の規定に基づき、汚染された物件

の移動の禁止、汚染された建物へ

の立ち入り禁止、汚染された場所

の交通遮断等の措置を講ずる。 

 

 

 

 

  ウ 生物兵器の使用により感染者が発生し 

た場合は、国民保護法第１２１条

に基づき、感染症法の規定を適用

し、感染者に要患者の入院措置、

移送、就業制限等の措置を講ず

る。 

 

(4)  被災情報の収集等 

    国、地方公共団体並びに指定公共 

機関及び指定地方公共機関は、それ 

ぞれの国民保護に関する計画又は国 

民の保護に関する業務計画で定める 

ところにより、被災情報の収集に努 

める。 

     収集し、又は、報告を受けた被災

情報については、 

   ア 市長村長又は指定地方公共機関

にあっては、都道府県知事に 

    イ 都道府県知事にあっては総務大

臣に 

   ウ 指定地方行政機関の長及び指定

公共機関にあってはそれぞれ管轄

または所轄する指定行政機関の長

に 

    エ 総務大臣又は指定行政機関の長

にあっては、国の対策本部長に 

 

速やかに報告する。 

 

  

 

 

□ 地方公共団体並びに指定公 

共機関及び指定地方公共機関 

は、それぞれの国民保護に関す

る計画又は国民の保護に関する

業務計画で定めるところによ

り、被災情報の収集に努めるこ

ととされている。 

     収集し、又は、報告を受けた被

災情報については、市町村長又は

指定地方公共機関にあっては、都

道府県知事に、都道府県知事にあ

っては総務大臣に速やかに報告す

ることとされている。 
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 ５ 国民生活の安定に関する措置 

   国、地方公共団体、指定公共機関等の 

関係機関が一体化となり、武力攻撃災害

又は緊急対処事態における災害の教に応

じて、各機関が定める国民の保護に関す

る計画又は国民の保護に関する業務計画

により、ライフライン施設等の機能を確

保し、電気・ガス・水道等の安定的供給

に万全を期する。 

 

  

  

 

 

 

 

 

６ 迎撃・破壊した弾道ミサイルの破片等 

による被害への対処 

迎撃・破壊した弾道ミサイルの破片等 

による被害については、上記１から５ま

でに準じて対処する。 

 

 

 

７ 国の現地対策本部の設置及び都道府県対

策本部又は市町村対策本部を設置すべき地

方公共団体の指定 

 (1) 上記１から６までの措置の的確かつ迅

速な実施のため、必要に応じ、国の現地

対策本部を設置する。 

(2)  弾道ミサイル着弾後の事態の推移、

被害の状況等に応じて、都道府県対策本

部又は市町村対策本部を設置すべき地方

公共団体を指定する。 

 

 

 

５ 国民生活の安定に関する措置 

□ 国、地方公共団体、指定公

共機関等の関係機関が一体化

となり、武力攻撃災害又は緊

急対処事態における災害の状

況に応じて、各機関が定める

国民の保護に関する計画又は

国民の保護に関する業務計画

により、ライフライン施設等

の機能を確保し、電気・ガ

ス・水道等の安定的供給に万

全を期することとされてい

る。 

 

 

 

 

６ 迎撃・破壊した弾道ミサイルの 

 

□ 迎撃・破壊した弾道ミサイ

ルの破片等による被害につい

ては、上記１から５までに準

じて対処することとされてい

る。 

 

７ 都道府県対策本部又は市町村対

策本部を設置すべき地方公共団体

の指定 

  □  弾道ミサイル着弾後の事態

の推移、被害の状況等に応じ

て、都道府県対策本部又は市

町村対策本部を設置すべき地

方公共団体を指定することと

されている。 

 

８ 事  
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  ８ 事態認定が行われていない場合 

事態認定が行われていない場合におい

ても現地の消防史員や警察官等は、消防

法(昭和 23 年法律第 186 号)警察官職務執

行法(昭和 23 年法律第 136 号)等の関係法

規等に基づき、所要の措置を実施する。 

 

 

８ 事態認定が行われていない場合 

事態認定が行われていない場合 

においても現地の消防史員や警察

官等は、消防法(昭和 23 年法律第

186 号)警察官職務執行法(昭和 23

年法律第 136 号)等の関係法規等

に基づき、所要の措置を実施す

る。 

 

(別添３) 

 消防機関における国民保護措置条 

の留意事項について 

〈弾道ミサイル攻撃関係部分抜粋〉 

(平成 18 年 1 月 31 日付け、消防消第 

7 号、消防災第 43 号、消防運第 2 

号、消防庁消防・救急課長、消防庁 

国民保護運用室長通知) 

 

  □ 弾道ミサイル攻撃(ＮＢＣ攻

撃を含む。)の特徴と消防機関

の活動 

    弾頭の種類（通常弾頭であ

るのか、ＮＢＣ弾頭であるの

か。）を弾着前に特定すること

が困難であり、それに応じ

て、被害の様相が大きく異な

るため、弾着後は、速やかに

弾頭の種類に関する情報の入

手に努めるとともに、活用に

使用する装備、資機材等を適

切に選択し、消防活動に当た

る必要があります。消防機関

は、安全が確保された地域に

おいて、消火、要救助者の救

出及び救急搬送、避難住民の

誘導、災害に関する情報の収

集及び提供、消防警戒区域の

設定などを行うことが想定さ

れます。また、その活動要領

は、通常弾頭の場合は、爆発
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災害に対する要領,ＮＢＣ弾頭

の場合は、ＮＢＣ弾頭に対応

する要領で行うこととなりま

す。 

 

  □ 弾道ミサイル攻撃の場合

（ＮＢＣ攻撃を含む。）におけ

る消防機関の安全の確保現場

における消防史員及び消防団

員の二次災害を防止するた

め、弾種が判明するまでの間

は、常に危険の高いＮＢＣ弾

頭の可能性を念頭に置いた消

防活動等を行うことが必要で

あり、以下の点に留意して行

うことが重要と考えられま

す。 

 

 

   ○ 出動隊は、風上側からの

接近、異臭の有無、人・動

物の身体等への異常の有無

など周辺の環境から安全の

確認を行う。 

 

   ○ 弾頭の種類が不明な場合

は、ＮＢＣ攻撃対応部隊が

ＮＢＣ災害対応用の装備及

び資機材を用いて対応を行

う。 （現場検知、呼吸保

護器具、防護服の着用等） 

 

   ○ 保有する装備、資機材等

では対応不能な場合は、対

応可能な装備を有する他機

関へ情報提供するととも

に、市町村長を通じて、緊

急消防援助隊等の応援出動

の要請を行う。 

 



島原市国民保護計画―資料 ３ 

 

資料－62 

 

   ○ ＮＢＣ対応装備・資機材

を保有していない部隊は安

全が確認できた地域におい

て、消防警戒区域の設定、

避難住民の誘導、情報収

集、消火、緊急搬送などの

活動を行う。 

 

   ○ 現地調整所において、警

察官と情報を共有するとと

もに、消火、救助、救急、

原因物質の除去、汚染者の

感染等の活動が安全に実施

されるよう調整する。 

 

   ○ 建築物の破壊状況を確認

するなど二次災害の派生に

注意する。 
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 資料４  

事前認定前における警戒本部等の組織等 

○ 市警戒の組織図 

  （島原市災害配備計画の災害警戒本部体制に準ずる。） 

 

 

 

 

○ 市民安全課長は、事態認定につながる可能性があると考えられる事案が発生する

恐れがある場合に、情報収集等の必要があると認める時、市民安全課職員をもって

市警戒体制を設置する。 

また、必要に応じ応急対策班、第１配備の一部要員を招集し対応にあたる。 

  

 ○ 市民安全課長は、市警戒の体制では対処することができないと判断した場合は、

市民部長の判断による警戒本部体制、市長の判断による対策本部体制へ移行する。  

状況により、市民安全課長は、応急対策班を招集する場合、事前に企画対策部の 

一部要員を招集して応急対策班の動員業務を実施させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企画対策本部の

一部 
市民部 市民安全課 

・応急対策班 

（第１配備の一部） 
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○ 市警戒本部の組織図(その１) 

  （島原市災害配備計画の災害警戒本部拡大体制に準ずる。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民部長は、事態認定につながる可能性がある事案が発生し、又は発生する恐れが

ある急迫した場合は、各部長等及び応急対策班及び第１配備要員を招集し対応にあた

る。 

市民部長は、警戒本部体制では対処することができないと判断した場合は、市長の

判断による災害対策本部体制へ移行する。 

 

部等 課 

市民対策部部 

(市民安全課長) 

市民安全課 

市民窓口サービス課 

環境課 

企画対策部 

（市長公室長） 

政策企画課 

秘書人事課 

総務対策部 

（総務部長） 

総務課 

税務課 

契約管財課 

福祉保健対策部 

（福祉保健部長） 

福祉課 

こども課 

保険健康課 

産業対策部 

（産業部長） 

産業企画課 

しまばらブランド営業課 

農林水産課 

農業委員会 

しまばら観光おもてなし

課 

建設対策部 

（建設部長） 

道路課 

都市整備課 

議会対策部（議会事務局長） 

選挙対策部 （選挙管理委員会事務局長） 

会計対策部 

（会計課長） 

会計課 

監査委員事務局 

地域対策部 （有明支所長） 

水道対策部（水道課長） 

教育対策部 

（教育委員会次長） 

学校総務課 

学校教育課 

社会教育課 

スポーツ課 

 

警戒本部長 

（市民部長） 

応急対策班 

第１配備 
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○ 市警戒本部の組織図(その２) 

  （島原市災害配備計画の災害対策本部体制に準ずる。） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

   市長は、多数の人を殺傷する行為等の事案が発生し、事態認定につながる可

能性がある場合又は発生する恐れがある急迫した場合は、全職員又は災害配備

計画の第２配備要員を招集し対応にあたる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

部等 課 

市民対策部 

（市民安全課

長） 

市民安全課 

市民窓口サービス課 

環境課 

企画対策部 

（市長公室長） 

政策企画課 

秘書人事課 

総務対策部 

（総務部長） 

総務課 

税務課 

契約管財課 

福祉保健対策部 

（福祉保健部

長） 

福祉課 

こども課 

保険健康課 

産業対策部 

（産業部長） 

産業政策課 

しまばらブランド営業課 

農林水産課 

 農業委員会 

しまばら観光 
おもてなし課 

建設対策部 

(建設部長) 

都市整備課 

道路課 

議会対策部（議会事務局長） 

選挙対策部 (局長) 

会計対策部 

（会計課長） 

会計課 

監査委員事務局 

地域対策部 （有明支所長） 

水道対策部（水道課長） 

教育対策部 

（教育次長） 

教育総務課 

学校教育課 

社会教育課 

スポーツ課 

本部長 

（市長） 

副本部長 

(副市長) 

本部付 

教 育 長 

消 防 長 

消防団長 

           

応 急 

対策班 

総 括 

(市民部長) 
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資料５  

島原市国民保護対策本部の組織等 
○ 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊市対策本部長が必要と認めると

き、国の職員その他当該市の職員以

外の者を市対策本部の会議に出席さ

せることができる。 

本部長 

市 長 

副本部長 

副市長 

 

部 課 

市民安全対策部

（市民部） 

市民安全課 

市民窓口サービス課 

環境課 

企画対策部 

（市長公室） 

政策企画課 

秘書人事課 

総務対策部 

(総務部) 

総務課 

税務課 

契約管財課 

福祉保健対策部 

（福祉保健部） 

福祉課 

こども課 

保険健康課 

産業対策部 

(産業部) 

産業政策課 

しまばら営業 

ブランド課 

農林水産課 

農業委員会事務局 

しまばら観光 

おもてなし課 

 

建設対策部 

(建設部) 

都市整備課 

道路課 

議会対策部 議会事務局 

選挙対策部 選挙管理委員会 

会計対策部 
会計課 

監査委員事務局 

地域対策部 有明支所 

水道対策部 水道課 

教育対策部 

（教育委員会） 

教育総務課 

学校教育課 

社会教育課 

スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

現地調整所 

現地対策本部 

決定

内容

指示 

支援 

要員 

派遣 

本部付 

教育長 

消防長 

消防団長 
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○ 事務分掌  

市の各対策部・課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、次の業務を行

う。 

 

 

対策部・課室名 主要な業務 

市 民

安 全

対策部 

市 民 

安全課 

・ 国民保護に関する総合調整に関すること 

・ 市の対策本部全般に関すること 

・ 本部職員の招集に関すること 

・ 警報、避難の指示、緊急通報、退避の指示等に関すること 

・ 避難経路の決定に関すること 

・ 自衛隊との連絡調整に関すること 

・ 武力攻撃災害情報の収集及び記録に関すること 

・ 消防署・消防団その他消防指導に関すること 

・ 特殊標章等の交付等に関すること 

・ 非常時における交通安全対策に関すること 

・ 危険物質(消防法の危険物・火薬類・高圧ガス)を取り扱う施設（令

２８条第 1 号、及び第 4 号にかかる生活関連等施設を含む）に対す

る安全確保のための必要な措置に関すること 

・ Em-net(緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ)及びＪ-ALERT(全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ)

に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関す

ること 

市 民

窓 口 

サービ

ス 課 

・ 災害に関する各種相談の受付処理に関すること 

・ 安否確認に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関す

ること 

環 境 課 

・ し尿処理及び清掃に関すること 

・ ごみ等の廃棄物の処理に関すること 

・ 防疫に関すること 

・ 有害物質の漏洩等防止に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関す

ること 
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企 画 

対策部 

政 策 

企 画 課 

・ 情報機器・伝達手段（サーバー，ＰＣ等設備、インターネット

等）の運用・確保に関すること 

・ 雇入れ労務者等の確保並びに連絡調整に関すること 

・ 職員の被災状況調査及び健康管理に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

秘 書 

人 事 課 

・ 本部長及び副本部長の視察に関すること 

・ 災害見舞及び視察者の応接に関すること 

・ 見舞金・義援金品の受入れに関すること 

・ 報道機関との連絡調整及び資料、情報の提供に関すること 

・ 広報に関すること 

・ 武力攻撃災害写真の撮影及び収集に関すること 

・ 職員の非常招集に関すること 

・ 非常時における職員の配置及び調整に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

総 務 

対策部 

総 務 課 

・ 国民保護措置関係の予算に関すること 

・ 中央及び関係機関への陳情請願に関すること 

・ 庁舎の管理、運用に関すること 

・ 通信体制の確保に関すること 

・ 庁舎内の被害情報の情報収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

税 務 課 

・ 市税の減免に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

契 約 

管 財 課 

・ 災害用応急資材及び食品の調達交付に関すること 

・ 公有財産の被害状況の情報収集及びその対策に関すること 

・ 被災地視察用自動車の配車に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

 

 

 

福 祉

保 健

対策部 

 

 

福 祉 課 

・ 福祉施設及び保健施設の被害状況の収集及び対策に関すること 

・ 要配慮者の被害状況の収集及び対策に関すること 

・ 死体の一時収容、埋葬及び火葬に関すること 

・ 救援物資の受入れ及び配分に関すること 

・ ＮＰＯ、ボランティアの連絡調整に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 
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福 祉

保 健

対策部 

こども課 

・ 被災により保護が必要な児童の実態把握及びその対策に関する

こと 

・ 児童福祉施設及び幼稚園施設の被害情報の情報収集その対策に

関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

保 険 

健 康 課 

・ 避難所への食品の供与に関すること 

・ 医師会、歯科医師会、看護協会等との連絡調整に関すること 

・ 医療機関の被害状況の収集及びその被害に関すること 

・ 救護所の設置に関すること 

・ 医薬品の調達・配分、輸送に関すること 

・ 救援（医療・助産）に関すること 

・ 医療救護班の編成、派遣及び傷病者の救護に関すること 

・ 避難住民の健康対策及び心のケアに関すること 

・ 危険物質（劇物、毒物）の安全確保に関すること 

・ 部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関するこ

と  

 

 

 

 

 

 

産 業 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産 業 

政 策 課 

 

・ 業行・水産施設全般の被害情報の収集及びその対策に関するこ  

 と 

・ 中小企業等への支援に関すること 

・ 商工関係団体・機関との連絡調整に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

しまばら 

ブランド 

営 業 課 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

農 林 

水 産 課 

 

農業委員

会事務局 

・ 農林水産関係全般の災害対策に関すること 

・ 農用地、農業施設、農作物、水産施設及び農林水産全般の被害 

情報の収集及びその対策に関すること 

・ 農林水産関係の災害金融に関すること 

・ 漂着物の処理に関すること 

・ 農林関係団体との連絡調整に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること  

しまばら 

観光おも 

てなし課 

・ 避難住民等に対する雇用情報の提供に関すること 

・ 外国人、観光客等の避難・誘導に関すること 

・ 観光施設被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関する

こと 



島原市国民保護計画―資料 ５ 

資料－71 

 

建 設 

対策部 

都 市 

整 備 課 

・ 都市計画施設全般の災害対策に関すること 

・ 都市計画施設の被害調査及び被害状況の収集に関すること 

・ 河川、急傾斜、地すべり等の危険箇所の把握及び対策に関する

こと 

・ 災害住宅及び仮設住宅に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

道 路 課 

・ 道路、橋梁の被害調査及び情報収集に関すること 

・ 緊急輸送路、避難路等に関すること 

・ 交通情報の収集、道路等の規制に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること  

議 会 

対策部 

議 会 

事 務 局 

・ 各対策部に対する協力・応援・調整に関すること 

・ 市議会議員の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

選 挙 

対策部 

選挙管理

委 員 会 

・ 各対策部に対する協力・応援・調整に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

会 計 

対策部 

会 計 課 

 

監査委員 

事 務 局 

・ 災害対策の諸経費に関すること 

・ 義捐金の保管に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

地 域 

対策部 
有明支所 

・ 国民保護措置について本庁の各課との連携、調整、協力に関す

ること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

水 道 

対策部 
水 道 課 

・ 水道施設全般の災害対策に関すること 

・ 水道施設の被害状況収集及び復旧対策に関すること 

・ 災害時における給水対策に関すること 

・ 水道の衛生確保に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 
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＊ 上記以外の業務については、島原市地域防災計画の第 3 章第 1 節「■島原市災害対策

本部の事務分 掌(対策部別)」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 

対策部 

教 育 

総 務 課 

・ 教育文化施設の災害対策に関すること 

・ 応急教育施設対策に関すること 

・ 教育総務課所管施設等の被害情報の収集及びその対策に関する

こと 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること・ 

学 校 

教 育 課 

・ 学童及び授業の措置の関すること 

・ 学校用教科書の斡旋調達に関すること 

・ 学用品の支給に関すること 

・ 教職員の被災状況調査及び健康管理に関すること 

・ 児童生徒の避難対策に関すること 

・ 避難所該当校の職員、教務主事の動員に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

社 会 

教 育 課 

・ 文化財の保護に関すること 

・ 文教施設の被害状況の情報収集及びその対策に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 

スポーツ

課 

・ スポーツ施設の被害状況の情報収集及びその対策に関すること 

・ その他部内の被害情報の収集及びその対策並びに連絡調整に関

すること 
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 資料 ６  

 国民保護計画に関する避難施設等  

  

 

連番 地 区 避  難  所 所  在  地 収容人員 備考 

１ 
三 

 

 

 

会 

三会中学校
 

下宮町甲 2511-2
 

981  

２ 三会小長貫分校
 

長貫町丙 1902
 

147  

３ 三会小学校
 

中原町乙 1462
 

1,157  

４ 農村環境改善センター
 

中原町乙 1935-3
 

329  

５ 三会ふれあい運動広場 広高野町甲 1265 7,000  

６ 
杉  

 

 

 

谷 

杉谷公民館 宇土町乙 687-1 307  

７ 第四小学校 宇土町乙 670-1 1,276  

８ 下折橋町集合避難施設 下折橋町 3691-1 636  

９ 島原農業高校 下折橋町 4520 1,846  

１０ 杉 谷 運 動 広 場 宇土町乙 1337 2,100  

１１ 

森  

 

 

 

 

 

 

岳 

島 原 市 役 所 上の町 537 100  

１２ 第 一 小 学 校
 

城内一丁目 1129 1,820  

１３ 第 一 中 学 校 城内一丁目 1222

 

1,765  

１４ 北門町集合避難施設 
北門町 130 268  

１５ 島原高校 城内二丁目 1130 3,639  

１６ 島原商業高校 城内一丁目 1213 2,812  

１７ 島原工業高校 本光寺町 4353 2,914  

１８ 島原消防署 新馬場町 872-2 100  

１９ 島原特別支援学校
 

新田町 562

 

715  

２０ 森岳公民館 城内一丁目 1177 283  

２１ 島原文化会館

 

城内一丁目 1177

 

1,000  

２２ 島 原 城 跡 公 園 城内一丁目 7,000  

２３ 
霊 

 

丘 

第 二 小 学 校 萩が丘二丁目 5688 1,533  

２４ 霊 丘 公 民 館 新町二丁目 103-1 221  

２５ 島 原 総 合 運 動 公 園 上の原三丁目 59,300  

２６ 
白 

山 

第三小学校
 

広馬場町 7758
 

1,698  

２７ 第二中学校 新山三丁目 8916
 

1,891  

２８ 白山公民館 西八幡町 7657 270  

資料 ４ 
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連番 地区 避  難  所 所  在  地 収容人員 備考 

２９ 白山 ひ ょ う た ん 池 公 園 南下川尻町 9336 3,400  

３０ 

安 

 

 

中 

新湊町集合避難施設 新湊二丁目 2573-2 486  

３１ 島原中央高校 船泊町丁 3415 1,112  

３２ 第五小学校 大下町丙 1049-1 1,075  

３３ 安中公民館 大下町丙 1114-第 1 190  

３４ 第三中学校
 

梅園町丁 2898 1,025  

３５ 安中運動広場 新湊二丁目 1692-4 2,100  

３６ 

湯

江 

湯 江 小 学 校 有明町湯江丙 839 865  

３７ 有明の森フラワー公園
 

有明町湯江丙 2524-607
 

35,000
 

 

３８ 有明の森運動公園
 

有明町湯江丙 2524-30
 

20,900
 

 

３９ 百花台公園
 

雲仙市国見町多比良戊

1448-46
 

279,300
 

 

４０ 高 

野 

高野小学校 有明町大三東丁 2133-1 606  

４１ 舞岳山荘

 

有明町大三東戊 5580-2
 

340  

４２ 

大 

 

 

三 

 

 

東 

有明中学校 有明町大三東戊 1535-2   1,612  

４３ 有明公民館 有明町大三東戊 1468-1 316  

４４ 大三東小学校 有明町大三東丙 582-1 1,077  

４５ 有明農村環境改善センター 有明町大三東戊 787-1   157  

４６ 有明農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 有明町大三東戊 1445   496  

４７ 島原市有明総合文化会館 有明町大三東戊 1382  900  

４８ 島 原 市 役 所 有 明 庁 舎 有明町大三東戊 1327 150  

４９ 有 明 青 少 年 武 道 館 有明町大三東戊 1450 182  

５０ 有 明 体 育 館 有明町大三東戊 1438-1 490  
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資料  7 

 

 

島原市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 

 

目 次 

 第 1 章 総 則 

 第２章 特殊標章の交付等 

 第３章 身分証明書の交付等 

 第４章 保管および返納 

 第５章 濫用の禁止等 

 第６章 雑 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律（平成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）及び「赤

十字標章及び特殊標章等に係わる事務の運用に関するガイドライン「（平成１

７年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官（安全保障・危機管理担当）

付内閣参事官（事態法制企画担当）通知）に基づき、島原市の武力攻撃事態等

における特殊標章等（国民保護法第１５８号第１項の特殊標章及び身分証明書

をいう。以下同じ。）の交付に関する基準、手続等必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（定義及び様式） 

第２条 この要綱において「特殊標章」とは、別紙で定めるところにより、腕

章、帽章、旗及び車両章とする。 

２ この要綱等において、「身分証明書」の様式は、別図のとおりとする。 

 

（交付の対象者） 

第３条 市長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第１６条の規定に基づ

き、市長が実施する国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」とい

う。）に係わる職務等を行う者として、次の定める区分の者に対し、特殊標章

等の交付を行うものとする。 

（１） 市の職員（消防長の所轄の消防職員並びに水防管理者の所轄の水防団

長及び水防団員を除く。）で国民保護措置に係わる職務を行うもの 

（２） 消防団長及び消防団員 

（３） 市長の委託により国民保護措置に係わる業務を行うもの 

（４） 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする
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もの 

（交付の手続き） 

第４条 市長は、前条第２号及び第２号に掲げる者に対し、特殊標章等の交付

をした者に関する台帳（別記様式２）に登録し、特殊標章等を作成して交付

する。 

２ 市長は、前条第３号及び第４号に掲げる者に対し、原則として当該対象者

からの特殊標章等に係わる交付申請書（別記様式第１）による申請に基づ

き、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台

帳（別記様式２）に登録し、特殊標章等を作成して交付する。 

 

第２章 特殊標章等の交付等 

 

（腕章及び帽章の交付） 

第５条 市長は、第３条第１号又は第２号に掲げる者のうち武力攻撃事態等に

おいて行うこととされる国民保護措置に係わる職務の内容等を勘案し、市長

が必要と認める者に対し、平時において第２条第１項で規定する腕章及び帽

章（以下「腕章等」という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、第３条第１号及び第２号に掲げる者（前項において掲げる者を除

く。）並びに第３号及び第４号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等におい

て、腕章等を交付するものとする。 

 

（旗及び車両章の交付） 

第６条 市長は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要

に応じ、国民保護措置に係わる職務、業務又は協力のために使用される場所

もしくは車両、船舶、航空機等（以下「場所等」という。）を識別させるた

め、場所等毎に、第２条第１項で規定する旗又は車両章（以下「旗等」とい

う。）をあわせて交付するものとする。 

 

（訓練における使用） 

第７条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合

に、第３条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとす

る。 

２ 市長は、前条の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所

ごとに旗等をあわせて貸与することができるものとする。 

 

（特殊標章の特別交付） 

第８条 市長は、人命援助のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待つ

いとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付する

ことができるものとする。 

２ 前条の場合において、市長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者
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に対して、返納をもとめるものとする。 

（特殊標章の再交付） 

第９条 市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失した時、又は

使用に耐えない程度に汚損もしくは破損した場合には、特殊標章再交付申請

書（別記様式３）により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受け

るものとする。 

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く）は、汚損

又は破損した特殊標章を返納しなければならないものとする。 

 

第３章 身分証明書の交付等 

 

（身分証明書の交付） 

第１０条 市長は、第５条第１項の規定により、腕章等を交付した者に対し、

第２条第２項で規定する身分証明書（以下「身分証明書」という。）を交付

するものとする。 

２ 市長は、第５条第２項の規定により、腕章等を交付した者に対し、身分証

明書を交付するものとする。 

 

（身分証明書の携帯） 

第１１条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章等を使用する必

要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。 

 

（身分証明書の再交付） 

第１２条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又

は使用に堪えない程度に汚損もしくは破損した場合には、身分証明書再交付

申請書（別記様式４）により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を

受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合にも同

様とする。 

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く。）は、交

付を受けた身分証明書を返納しなければならない。 

 

（有効期限及び更新） 

第１３条 第１０条第１項の規定により、市長が交付する身分証明書の有効期

限は、交付された者が身分を失った時までとする。 

２ 第１０条第２項の規定により、市長が武力攻撃事態等において交付する身

分証明書の有効期限は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑

み、市長が必要と認める期間とする。 

 

第４章 保管および返納 
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（保管） 

第１４条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するもの

とする。 

２ 特殊標章の交付を受けた者は、国民保護措置に係わる職務、業務又は協力

を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等

を厳重に保管するものとする。 

 

（返納） 

 第１５条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は身分を失った時その他の

事由があった時は、特殊標章等を返納しなければならない。 

 

第５章 濫用の禁止等 

 

（濫用の禁止） 

第１６条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲渡し、又は

貸与してはならない。 

２ 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係わる職務、業務又は協

力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章

等を使用してはならない。 

３ 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等

が専ら国民保護措置に係わる職務、業務又は協力のために使用されていなけ

ればならない。 

 

（周知） 

第１７条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際、その他

必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用および管理等について説明

を行い、あらかじめ周知を図るものとする。 

 

第６章 雑則 

第１８条この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式については「赤十字

標章等及び特殊標章等に係わる事務の運用に関するガイドライン」に定める

ところによる。 

 

第１９条 島原市における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、市民安

全課が行うものとする。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 
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別紙（第２条関係） 

区   分 
表        示 

制     式 
位    置 形    状 

腕 章 左腕に表示  ① オレンジ色地

に正三角形とす

る。 

② 三角形の一つ

の角が垂直に上

を向いている。 

③ 三角形のいず

れの角もオレン

ジ色地の縁に接

していない。 

 

＊ 一連の登録番

号を表面右下す

みに付する 

（例：島原市１） 

 

 

 

 

 

  

帽 章 

帽子（ヘルメッ

トを含む。）の前

部中央に表示 

旗 

施設の平面に展

張また掲揚又は

表示、 

船舶に掲揚又は

表示 

車 両 等 

車両の両側面及

び後面に表示 

航空機の両側面

に表示 
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別図 （第２条関係） 

身 分 証 明 書 

 

(国民保護措置に係わる職務等を行う者用の身分証明書の様式)  

【表  面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本工業規格Ａ７(横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル)） 

 

島 原 市 長 

Mayor of Shimabara City 

身 分 証 明 書 

IDENTITY CARD 

国民保護措置に係わる職務等を行う者用

for civil defence personnel 

ITY CARD 

氏名／Name                           

生年月日／Date of birth                           

  

 

この証明書の所持者は、次の資格において、1949 年 8 月 12 日のジュネーブ諸

条約及び 1949 年 8 月 12 日ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の

保護に関する追加議定書(議定書１)によって保護される。 

The  holder  of  this  card  is  protected  by  the  Geneva 

Conventions  of  12  August  1949  and  by  the  protocol 

Additional to the Gneva Conventions of 12 August 1949, and 

relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts（Protocol１）in his capacity as 

                                    

                                    

交付等の年月日／Date of issue     

証明書番号／No of card    

許可権者の署名／Signature of issuing authority 

有効期限の満了日／Date of expiry 
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【裏  面】 

身長／Height 

 

眼の色／Eyes 

 

頭髪の色／Hair 

 

その他の特徴又は情報／Other distinguishing marks or information 

血液型／Blood type                               

                                            

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所持者の写真 

／PHOTO OF HOLDER 

印章／Stamp 所持者の署名／Signature of holder 

 

 

 

 

 

 

（日本工業規格Ａ７(横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル)） 

別記様式１（第４条関係） 
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特殊標章等に係わる交付申請書 

平成  年  月  日 

島原市長 様 

 私は、国民保護法第１５８条の規定に基づき、特殊標章等の交付を以下のとおり申

請します。 

氏名：(漢  字)     

                            

   (ローマ字) 

                            

生年月日（西暦） 

 

 

   年  月  日             

申請者の連絡先 

住所：〒                         

                             

 

電話番号：              

 

Ｅ－mail：              

識別のための情報(身分証明書の交付の場合のみの記載) 

身  長：    ｃｍ       眼の色：          

頭髪の色：             血液型：         （Ｒｈ因子    ） 

 

特

殊

標

章 

腕 章      枚 

帽 章      枚 

旗 
     枚(施設名等：                     ) 

      （所在地：                      ） 

車 両 等 
     枚(車両種別：                     ) 

      （車両番号：                     ） 

（許可権者使用欄） 

 身分証明書 腕章 帽章 旗 車両等 

資 格      

証 明 書 番

号又は登録番号 

     

交付等の年月日      

有 効 期 間 

の 満 了 日 

  

返 納 日      

写真 

縦 4×横 3cm 

(身分証明書の交

付または使用許

可の場合のみ) 



 

 

 

別記様式２（４条関係） 

特殊標章等の交付したものに関する台帳 

証明書 

番号 

氏名 
生年月日 資格 

交付等 

年月日 

有効期間

の満了日 
身長 

眼

の

色 

頭髪

の色 

血液

型 

その他の

特徴 
標章の使用 返納日 備考 

漢字 ローマ字 

（記載例） 

１ 

国民 保護 Hogo Kokuminn 1957/6/18 島原市

の職員 

2005/6/18 2007/6/18 178 茶 黒 O 

(Rh+) 

 帽章、腕章×

各１ 

2007/6/18 市民安全課 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

資
料
－
83 
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資
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７
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別記様式３（第９条関係） 

特殊標章再交付申請書 

年  月  日 

島原市長 殿 

 

申請者 

           住所          （電話     ） 

           氏名                  印 

１ 紛失（破損等）した特殊標章の種別及び登録番号 

２ 紛失（破損等）年月日 

３ 紛失の状況（破損等の理由） 

４ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊受付欄 :＊経過欄 

  

 

備考 １ この様式の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

   ２ ＊の欄は、記入しないこと。 
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別記様式３（第１２条関係） 

身分証明書再交付申請書 

年  月  日 

島原市長 殿 

 

申請者 

           住所          （電話     ） 

           氏名                  印 

１ 身分証明書番号 

２ 理由 

３ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊受付欄 :＊経過欄 

  

 

備考 １ この様式の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

   ２ 理由には、紛失、汚損、破損及び記載事項等の変更等を記入する。 

３ 紛失の場合は、紛失の日時、場所及び紛失の状況を追記する。 

４ 記載事項の変更の場合は、旧記載事項を追記する 

５ ＊の欄は、記入しないこと。 

 

 



島原市国民保護計画―資料 ７ 

資料―86 
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資料 ８  

 

 島原市国民保護協議会条例  

 

平成18年３月30日条例第３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成１６年法律第１１２号。以下「法」という。）第４０条第８項の規定に基づき、島原

市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（委員及び専門委員) 

第２条 協議会の委員の定数は、４０人以内とする。 

２ 法第４０条第６項の規定による専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。 

 

（会長の職務代理） 

第３条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 

（幹事） 

第５条 協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するため、協議会に、幹事を

置くことができる。 

２ 前項の規定により幹事を置くときは、４０人以内とし、委員の属する機関の職員のうち

から市長が委嘱又は任命する。 

 

（部会） 

第６条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。 

 

（雑則) 

第７条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 島原市報酬及び費用弁償条例（昭和３１年島原市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１中消防審議会委員の項の次に次の項を加える。 

島原市国民保護協議会委員 日額 ５，６００  
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 島原市国民保護協議会委員名簿  

                                                              

 （平成 29年 9月現在） 

                                                                  

表示順 所 属 機 関 名 役 職 名 氏   名 

01 島原市 市 長 ( 会 長 ) 古川 隆三郎 

02 長崎森林管理署 署  長 秋山 郁男 

03 九州農政局長崎県拠点 総括農政推進官 古庄 卓司 

04 国土交通省雲仙復興事務所 所  長 田村  毅 

05 陸上自衛隊第十六普通科連隊 第 １ 中 隊 長 小林 輝臣 

06 長崎県島原振興局 局  長 村井 正人 

07 長崎県立島原病院 院  長 徳永 能治 

08 島原警察署 署  長 中村 勝重 

09 島原市 副 市 長 柴﨑 博文 

10  〃 教 育 長 森本 和孝 

11 島原地域広域市町村圏組合 消 防 長 園田 哲也 

12 島原市 市 民 部 長 片山 武則 

13   〃 福 祉 保 健 部 長 湯田 喜雅 

14   〃 建 設 部 長 兼元 善啓 

15 西部ガス（株）島原営業所 所  長 松尾  進 

16 九州電力（株）島原配電事業所 所  長 小川 末記 

17 日本通運（株）長崎支店 総 務 担 当 課 長 福元 雅浩 

18 日本郵政(株）島原郵便局 局  長 森谷 和也 

19 島原鉄道（株） 代表取締役社長 永井 和彦 

20 九商フェリー（株） 管 理 部 長 本田 光政 
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21 熊本フェリー（株）島原支店 支 店 長 松岡 浩二 

22 
長崎県プロパンガス協会島原支部 

(西部プロパンセンター） 
支 部 長 宇土 茂人 

23 長崎県トラック協会島原支部 支 部 長 林田 正剛 

24 一般社団法人島原市医師会 会  長 髙尾 雅己 

25 一般社団法人島原南高歯科医師会 副 会 長 松本 賢二 

26 
長崎県訪問看護ステーション 

連絡協議会あおぞら福祉会 
所  長 村里 季代 

27 島原市消防団 団  長 本田 庄一郎 

28 島原市町内会自治会連合会 
会 

 長 
阿部 洋次郎 

29 島原市社会福祉協議会 会  長 伊東 作藏 

30 島原市婦人会連絡協議会 会  長 川本 まなみ 

31 島原市民生児童委員協議会連合会 会  長 前田  力 

32 島原市ＰＴＡ連合会 会  長 前田 幸栄 

33 島原市老人クラブ連合会 事 務 局 長 今坂 秀春 

34 島原市商工会議所 会  頭 満井 敏隆 

35 島原市漁業協同組合 組 合 長 吉本 政信 

36 島原新聞社 代 表 取 締 役 清水 聖子 
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 資料 ９ 

 

 島原市国民保護対策本部及び島原市緊急対処事態対策本部条例  

平成 18年３月 30日条例第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成 16年法律第 112号。以下「法」という。）第 31条及び法第 183条において準

用する法第 31条の規定に基づき、島原市国民保護対策本部（以下「国民保護対策本

部」という。）及び島原市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（組織） 

第２条 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策本部の事

務を総括する。 

２ 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、国民保

護対策本部の事務を整理する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、国民保

護対策本部の事務に従事する。 

４ 国民保護対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くこ

とができる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

 

（会議） 

第３条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うた

め、必要に応じ、国民保護対策本部の会議（以下この条において「会議」とい

う。）を招集する。 

２ 本部長は、法第 28条第６項の規定に基づき、国又は県の職員その他市の職員以外

の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができ

る。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地対策本部） 

第５条 法第 28条第８項の規定により現地対策本部を設置するときは、現地対策本部

長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちか

ら本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。 

 

（雑則） 



島原市国民保護計画―資料 ９ 

 

資料－92 

第６条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長

が定める。 

 

（準用） 

第７条 第２条から前条までの規定は、島原市緊急対処事態対策本部について準用す

る。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


